
○
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
附
則
改
正
案
の
対
比
表

附

則

検
察
官
に
係
る
規
定
を
追
加
し
た
案

（
実
施
の
た
め
の
準
備
等
）

第
二
条
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
家
公
務
員
法
（
以
下
「
新
国
家
公
務
員

法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
職
員
（
国
家
公
務
員
法
第
二
条
に
規
定
す
る
一
般

職
に
属
す
る
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
任
用
、
分
限
そ
の
他
の
人
事
行
政
に

関
す
る
制
度
の
円
滑
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
、
任
命
権
者
（
国
家
公
務
員
法
第
五

十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
任
命
権
者
及
び
法
律
で
別
に
定
め
ら
れ
た
任
命
権
者
並

び
に
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
並
び
に
次
条
か
ら
附

則第六条までにおいて同じ。）は、長期的な人事管理の計画的推進その（施行期日）

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
令
和
凶
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
中

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
附
則
第
二
十
五
項
の
改
正
規
定
及
び
第
八
条
中
自
衛
隊
法

附
則
第
六
項
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
．
附
則
第
十
八
条
（
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置

法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
九
十
九
号
）
本
則
第
十
号
の
改
正
規
定
に
限
る
。

）
及
び
第
三
’
四
条
（
被
用
者
年
金
制
度
の
ゞ
危
化
善
を
一
図
る
た
駒
の
厚
生
年
金
保

険
法
等
の
三
部
を
改
正
す
ぁ
法
律
（
平
成
壬
卜
側
離
法
律
鋪
点
十
三
号
》
附
則
第
二

’
九
条
第
四
噸
”
鮫
砿
蝋
曜
を
除
く
《
》
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

内
閣
人
事
局
案

（
傍
線
の
部
分
は
内
閣
人
事
局
案
か
ら
の
変
更
部
分
）
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（
修
正
な
し
）

他
必
要
な
準
備
を
行
う
も
の
と
し
、
人
事
院
及
び
内
閣
総
理
大
臣
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

権
限
に
応
じ
、
任
命
権
者
の
行
う
準
備
に
関
し
必
要
な
連
絡
、
調
整
そ
の
他
の
措
置

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

２
任
命
権
者
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日

ま
で
の
間
に
、
施
行
日
か
ら
令
和
聞
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
年
齢
六
十
年
に

達
す
る
職
員
（
当
該
職
員
が
占
め
る
官
職
に
係
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

国
家
公
務
員
法
（
以
下
「
旧
国
家
公
務
員
法
」
と
い
う
。
）
第
八
十
一
条
の
二
第
二

項
に
規
定
す
る
定
年
が
年
齢
六
十
年
で
あ
る
職
員
に
限
る
。
）
に
対
し
、
新
国
家
公

務
員
法
附
則
第
九
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
同
条
に
規
定
す
る
給
与
に
関
す
る
特
例

措
置
及
び
退
職
手
当
に
関
す
る
特
例
措
置
そ
の
他
の
当
該
職
員
が
年
齢
六
十
年
に
達

す
る
日
以
後
に
適
用
さ
れ
る
任
用
、
給
与
及
び
退
職
手
当
に
関
す
る
措
置
の
内
容
そ

の
他
の
必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
同
日
の
翌
日
以
後
に
お

け
る
勤
務
の
意
思
を
確
認
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３
特
定
地
〃
警
務
篇
《
第
仁
粂
の
焼
潅
腫
よ
る
改
碓
後
鋤
警
察
鱗
第
五
卜
六
条
力
↓

節
ゞ
噸
纒
規
定
す
る
特
腹
地
〃
警
務
街
を
い
う
》
附
則
溺
太
粂
第
十
畷
及
び
第
１

粂
第
乢
喚
に
お
い
て
同
じ
）
に
対
す
る
前
項
の
蝋
定
”
麓
鯛
に
や
い
て
側
、
同
堰

叩
》
低
命
権
瀞
し
ゑ
る
の
恩
，
警
視
総
朧
又
蛾
遁
府
県
警
察
本
儲
長
一
４
す
る

４
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
検
察
庁
法
（
次
喧
段
び
附
則
第
十
パ
粂
第
一
喧

猩
お
い
て
需
新
雛
祭
庁
篠
と
い
う
‐
》
の
規
定
に
よ
る
検
察
官
の
任
用
、
分
限
そ

の
他
の
人
事
行
政
に
関
す
る
制
度
の
円
滑
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
、
法
務
大
臣
は

、
長
期
的
な
人
事
管
理
の
計
画
的
推
進
そ
の
他
必
要
な
準
備
を
行
う
も
の
と
し
、
人

事
院
及
び
内
閣
総
理
大
臣
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
権
限
に
応
じ
、
法
務
大
臣
の
行
う
準
備
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（
修
正
な
し
）

第
八
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
長
期
的
な
人
事
管
理
の
計
画

的
推
進
そ
の
他
必
要
な
準
備
を
行
う
も
の
と
し
、
防
衛
大
臣
は
、
任
命
権
者
の
行
う

準
備
に
関
し
必
要
な
連
絡
、
調
整
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
．

７
妊
命
椛
脅
戯
．
施
術
側
の
前
側
炎
で
ぬ
閥
に
，
施
行
側
か
ら
令
獅
斑
年
ミ
月
望
Ｉ

側
ま
で
の
間
に
年
齢
左
十
年
に
麓
一
十
急
隊
員
函
繊
隊
員
が
尚
め
る
筒
職
に
係
Ｚ

第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
碓
前
山
側
衞
隊
鱗
一
以
下
〒
胴
陶
衛
隊
法
《
と
｜
い
う
、
一
一

第
側
十
四
条
の
鼻
篭
》
項
に
協
定
す
る
一
定
年
が
年
齢
六
卜
隼
で
勘
乙
隊
員
虐
眼
為
、

》
に
制
し
、
新
陶
衛
隊
法
附
則
蕊
卜
婁
壇
の
蝿
龍
の
例
に
災
り
＄
司
質
ゞ
｝
遍
這
す
る

ｌ
ｊ
ｆ
ｆ
１
．
７
・

紬
与
に
関
す
る
特
例
捕
置
及
び
退
職
手
当
に
開
寸
る
特
例
階
置
そ
一
の
他
心
当
該
隊
員

が
年
齢
六
卜
年
に
塵
す
る
側
以
俊
に
適
用
さ
一
れ
る
任
用
、
給
与
及
び
退
職
手
当
に
関

に
関
し
必
要
な
連
絡
、
調
整
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
．

５
法
務
人
畷
は
．
施
行
側
の
前
側
ま
で
”
間
に
、
施
行
例
か
ら
令
和
弾
年
三
月
二
１

脚
蕊
で
鋤
間
纏
縮
齢
六
ｉ
鷺
年
に
達
す
る
験
蕊
宵
（
鱗
事
総
長
を
除
診
、
．
》
鱒
矧

し
、
新
検
察
庁
法
附
則
第
卿
粂
の
燦
罐
の
例
娠
上
り
‘
同
条
廷
螺
潅
す
る
総
与
悠
関

１
る
櫛
例
捕
置
及
び
退
職
乎
淵
に
関
す
る
特
例
総
潰
そ
心
他
の
当
該
総
察
冨
が
儒
嚇

バ
ト
ゞ
犀
に
達
す
る
脚
以
後
に
懲
一
州
さ
れ
る
伍
附
；
給
与
及
び
退
聡
乎
当
に
関
才
患

措
置
砂
内
容
そ
の
他
”
必
璽
な
情
報
を
提
供
す
る
職
の
と
一
す
る
と
一
し
》
一
偽
に
、
伺
伺
の

翌
冊
以
後
纒
お
け
る
勤
務
”
意
思
を
確
認
す
謬
よ
う
努
弥
為
鴨
勿
と
＃
る
↑

６
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
自
衛
隊
法
（
以
下
「
新
自
衛
隊
法
」
と
い
う
。

）
の
規
定
に
よ
る
隊
員
（
自
衛
隊
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
隊
員
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
の
任
用
、
分
限
そ
の
他
の
人
事
行
政
に
関
す
る
制
度
の
円
滑
な
実
施
を

確
保
す
る
た
め
、
任
命
権
者
（
自
衛
隊
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
隊
員

の
任
免
に
つ
い
て
権
限
を
有
す
る
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
並
び
に
附
則

鋸
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（
国
家
公
務
員
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
新
国
家
公
務
員
法
第
六
十
条
の
二
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
退
職
を
し
た

同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年
齢
六
十
年
以
上
退
職
者
（
次
項
に
お
い
て
「
新
国
家
公

務
員
法
に
よ
る
年
齢
六
十
年
以
上
退
職
者
」
と
い
う
．
）
及
び
同
条
第
一
項
に
規
定

す
る
自
衛
隊
法
に
よ
る
年
齢
六
十
年
以
上
退
職
者
（
次
項
に
お
い
て
「
新
自
衛
隊
法

に
よ
る
年
齢
六
十
年
以
上
退
職
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２
任
命
権
者
は
、
基
準
日
（
令
和
六
年
四
月
一
日
、
令
和
八
年
四
月
一
日
、
令
和
１

年
四
月
一
日
及
び
令
和
卜
ｉ
年
四
月
一
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
附
則
第
八
条

第
壹
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
基
準
日
の
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
基

準
日
に
お
け
る
新
国
家
公
務
員
法
定
年
相
当
年
齢
（
新
国
家
公
務
員
法
第
六
十
条
の

二
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
で
あ
う
で
伺
填
に
鰻
堰
す
る
指
旗
幟
一
一

次
条
第
ゞ
項
及
び
附
則
第
六
条
第
一
恵
に
お
恥
て
艫
定
職
』
と
い
う
。
一
一
以
外
の

も
の
附
則
第
六
条
第
二
項
を
除
き
、
以
下
附
則
第
仁
粂
第
一
蛎
壷
で
↑
に
お
い
て
↑

短
時
間
勤
務
の
寓
職
一
吟
雫
い
う
。
）
を
占
め
る
職
員
が
、
常
時
勤
務
を
要
す
る
官
職

で
そ
の
職
務
が
当
該
短
時
間
勤
務
の
官
職
と
同
種
の
官
職
を
占
め
て
い
る
も
の
と
し

た
場
合
に
お
け
る
新
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
定
年
を

い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
附
則
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
基
準
日
の
前

日
に
お
け
る
新
国
家
公
務
員
法
定
年
相
当
年
齢
を
超
え
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
（
基

準
日
に
お
け
る
新
国
家
公
務
員
法
定
年
相
当
年
齢
が
新
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条

す
る
淵
置
の
内
容
そ
の
他
の
必
要
な
情
報
を
提
供
ず
巻
も
め
と
寸
為
と
も
一
も
仁
、
伺

側
の
謬
側
以
後
に
お
け
る
勤
務
の
意
噌
を
縦
認
す
る
よ
う
努
泌
る
も
”
と
一
す
る

郷
※
裁
判
所
職
員
に
対
す
る
附
則
第
二
条
第
二
項
の
読
替
え
（
第
二
部
）
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用
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
新
国
家
公
務
員
法
原
則
定
年
相
当
年
齢
引
上
げ
短
時
間
勤

務
官
職
に
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
附
則
篇

ｌ
》
一
粂
蕊
↓
項
及
び
篭
一
墳
を
除
き
、
以
下
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」

と
い
う
。
）
の
う
ち
基
準
日
の
前
日
に
お
い
て
同
日
に
お
け
る
当
該
新
国
家
公
務
員

法
原
則
定
年
相
当
年
齢
引
上
げ
短
時
間
勤
務
官
職
に
係
る
新
国
家
公
務
員
法
定
年
相

当
年
齢
に
達
し
て
い
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
当
該
人
事
院
規
則
で
定

め
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
に
あ
っ
て
は
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
定
年
前
再
任
用
短

時
間
勤
務
職
員
）
を
、
昇
任
し
、
降
任
し
、
又
は
転
任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３
平
成
十
一
年
十
月
一
日
前
に
新
国
家
公
務
員
法
第
八
十
二
条
第
二
項
前
段
に
規
定

す
る
退
職
又
は
先
の
退
職
が
あ
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
、
同
の
六
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
定
年
で
あ
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
に
限
る
。
）
及
び

こ
れ
に
相
当
す
る
基
準
日
以
後
に
設
置
さ
れ
た
短
時
間
勤
務
の
官
職
そ
の
他
の
人
事

院
規
則
で
定
め
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
国
家
公
務
員

法
原
則
定
年
相
当
年
齢
引
上
げ
短
時
間
勤
務
官
職
」
と
い
う
。
）
に
、
基
準
日
の
前

日
ま
で
に
新
国
家
公
務
員
法
に
よ
る
年
齢
六
十
年
以
上
退
職
者
又
は
新
自
衛
隊
法
に

よ
る
年
齢
六
十
年
以
上
退
職
者
と
な
っ
た
者
（
基
準
日
前
か
ら
新
国
家
公
務
員
法
第

八
十
一
条
の
七
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
た
後
基
準
日
以
後
に
退

職
を
し
た
者
及
び
基
準
日
前
か
ら
新
自
衛
隊
法
第
四
十
四
条
の
七
第
一
項
又
は
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
た
後
基
準
日
以
後
に
退
職
を
し
た
者
を
含
む
。
）
の
う
ち

基
準
日
の
前
日
に
お
い
て
同
日
に
お
け
る
当
該
新
国
家
公
務
員
法
原
則
定
年
相
当
年

齢
引
上
げ
短
時
間
勤
務
官
職
に
係
る
新
国
家
公
務
員
法
定
年
相
当
年
齢
に
達
し
て
い

る
者
（
当
該
人
事
院
規
則
で
定
め
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
に
あ
っ
て
は
、
人
事
院
規

則
で
定
め
る
者
）
を
、
新
国
家
公
務
員
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
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項
後
段
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
同
項
後
段
に
規
定
す
る
引
き
続
く
職
員
と

し
て
の
在
職
期
間
に
は
、
同
日
前
の
当
該
退
職
又
は
先
の
退
職
の
前
の
職
員
と
し
て

の
在
職
期
間
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

く

４
暫
定
再
任
用
職
員
（
次
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
附
則
第
五
条
第
一
項
若

し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
し
て

在
職
し
て
い
た
期
間
が
あ
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
新
国
家
公

務
員
法
第
八
十
二
条
第
二
項
後
段
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
後
段
中
「
又

は
」
と
あ
る
の
は
、
「
又
は
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
光

く
く

く

二
年
法
律
第
号
）
附
則
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
五
条

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
か
つ
て
採
用
さ
れ
て
同
法
附
則
第
三
条
第

四
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
職
員
と
し
て
在
職
し
て
い
た
期
間
若
し
く
は
」
と
す

る
。

５
施
行
日
前
に
旧
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
勤
務
す
る
こ
と
と
さ
れ
、
か
つ
、
旧
国
家
公
務
員
法
勤
務
延
長
期
限
（
同
条
第

《
項
の
期
限
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
限
を
い
う
。
以
下
こ

の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
施
行
日
以
後
に
到
来
す
る
職
員
（
次
項
に
お

い
て
「
旧
国
家
公
務
員
法
勤
務
延
長
職
員
」
と
い
う
。
）
に
係
る
当
該
旧
国
家
公
務

員
法
勤
務
延
長
期
限
ま
で
の
間
に
お
け
る
旧
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
三
第
一

項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
に
つ
い
て
は
、
新
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条

の
七
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

６
任
命
権
者
は
、
旧
国
家
公
務
員
法
勤
務
延
長
職
員
に
つ
い
て
、
旧
国
家
公
務
員
法

勤
務
延
長
期
限
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
限
が
到
来
す
る
場
合
に

お
い
て
、
新
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
七
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
が
あ
る
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'

と
認
め
る
と
き
は
、
人
事
院
の
承
認
を
得
て
、
こ
れ
ら
の
期
限
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該

期
限
は
、
当
該
胴
鬮
家
公
務
員
法
勤
務
延
長
職
員
に
係
る
旧
国
家
公
務
員
法
第
八
十

一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
定
年
退
職
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
る

こ
と
が
で
き
な
い
。

７
独
立
行
政
法
人
通
則
法
《
平
成
ｌ
》
年
法
律
第
薗
》
壱
号
》
第
罠
条
第
四
項
應
規
宋

寸
る
行
政
執
行
法
人
”
職
員
に
対
す
る
前
噸
の
蝿
埴
の
適
用
催
つ
い
↑
く
鰍
，
同
埴
中

一
と
き
は
。
人
事
院
の
承
認
を
得
て
ゞ
と
一
あ
る
の
は
＃
漬
』
慧
一
§
と
一
す
る
一
《

８
新
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
は
、
施
行
日
に
お
い
て
第
五

項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
管
理
監
督
職
を
占
め
た
ま
ま
引
き
続
き

勤
務
し
て
い
る
職
員
に
は
適
用
し
な
い
。

９
任
命
権
者
は
、
基
準
日
（
施
行
日
、
令
和
べ
年
四
月
一
日
、
令
和
八
年
四
月
一
日

、
令
和
１
年
四
月
一
日
及
び
令
和
卜
｜
”
年
四
月
一
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
鮒

則
第
人
粂
第
八
頓
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
基
準
日
の
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で

の
間
、
基
準
日
に
お
け
る
新
国
家
公
務
員
法
定
年
（
新
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条

の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
定
年
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
一
一
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
が
基
準
日
の
前
日
に
お
け
る
新
国
家
公
務
員
法
定
年
（
同
日
が
令
和
四
年

三
月
三
十
一
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
日
に
お
け
る
旧
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条

の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
定
年
）
を
超
え
る
官
職
（
基
準
日
に
お
け
る
新
国
家
公
務

員
法
定
年
が
新
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
六
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
定
年
で

あ
る
官
職
に
限
る
。
）
及
び
こ
れ
に
相
当
す
る
基
準
日
以
後
に
設
置
さ
れ
た
官
職
そ

の
他
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
官
職
に
、
基
準
日
か
ら
基
準
日
の
翌
年
の
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
新
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
七
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の

ワ
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第
四
条
任
命
権
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
年
齢
六
十
五
年
に
達
す
る
日
以
後

・
亀

に
お
け
る
最
初
の
三
月
三
十
一
日
（
以
下
「
年
齢
六
十
五
年
到
達
年
度
の
末
日
」
と

い
う
。
）
ま
で
の
間
に
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
を
採
用
し
よ
う
と
す
る
常
時
勤

・
往

く

務
を
要
す
る
官
職
（
指
定
職
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
肱
ひ
陸
附
則
第
六
条

第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
旧
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
二
第
二
項
に

規
定
す
る
定
年
（
施
行
日
以
後
に
設
置
さ
れ
た
官
職
そ
の
他
の
人
事
院
規
則
で
定
め

る
官
職
に
あ
っ
て
は
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
年
齢
）
に
達
し
て
い
る
者
を
、
人
事

院
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
従
前
の
勤
務
実
績
そ
の
他
の
人
事
院
規
則
で
定

め
る
情
報
に
基
づ
く
選
考
に
よ
り
、
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
任
期
を
定
め
、
当

該
常
時
勤
務
を
要
す
る
官
職
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

規
定
又
は
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
て
い
る
職
員
の
う
ち
、

基
準
日
の
前
日
に
お
い
て
同
日
に
お
け
る
当
該
官
職
に
係
る
新
国
家
公
務
員
法
定
年

（
同
日
が
令
和
脚
年
三
月
三
十
一
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
日
に
お
け
る
旧
国
家
公

務
員
法
第
八
十
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
定
年
）
に
達
し
て
い
る
職
員
（
当
該

人
事
院
規
則
で
定
め
る
官
職
に
あ
っ
て
は
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
職
員
）
を
、
昇

任
し
、
降
任
し
、
又
は
転
任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

加
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
附
則

第
七
条
及
び
篇
ト
ー
粂
第
四
項
に
お
い
て
「
新
一
般
職
給
与
法
」
と
い
う
。
）
附
則

第
八
項
か
ら
第
十
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
五
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務

し
て
い
る
職
員
に
は
適
用
し
な
い
。

川
第
五
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
五
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に

よ
る
勤
務
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
。
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一
施
行
日
前
に
旧
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
退
職

し
た
者

二
旧
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
三
又
は
前
条
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
の
規

〆
く

く

定
に
よ
り
勤
務
し
た
後
退
職
し
た
者

三
施
行
日
前
に
旧
国
家
公
務
員
法
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
者
（
前
二
号
に
掲
げ

る
者
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
勤
続
期
間
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
前
二
号
に
掲

げ
る
者
に
準
ず
る
者
と
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
者

四
施
行
日
前
に
旧
自
衛
隊
法
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
者
（
旧
自
衛
隊
法
第
四
十

く

四
条
の
三
の
規
定
及
び
附
則
第
八
条
第
五
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し

た
後
施
行
日
以
後
に
退
職
し
た
者
を
含
む
。
）
の
う
ち
、
前
三
号
に
掲
げ
る
者
に

準
ず
る
者
と
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
者

２
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
任
命
権
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
の
う
ち

、
年
齢
六
十
五
年
到
達
年
度
の
末
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
を
採

用
し
よ
う
と
す
る
常
時
勤
務
を
要
す
る
官
職
に
係
る
新
国
家
公
務
員
法
定
年
に
達
し

て
い
る
者
を
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
従
前
の
勤
務
実
績
そ
の
他

の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
情
報
に
基
づ
く
選
考
に
よ
り
、
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内

で
任
期
を
定
め
、
当
該
常
時
勤
務
を
要
す
る
官
職
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
施
行
日
以
後
に
新
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
退

職
し
た
者

二
施
行
日
以
後
に
新
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
七
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
勤
務
し
た
後
退
職
し
た
者

三
施
行
日
以
後
に
新
国
家
公
務
員
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用

さ
れ
た
者
の
う
ち
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
任
期
が
満
了
し
た
こ
と
に
よ
り
退
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第
五
条
任
命
権
者
は
、
新
国
家
公
務
員
法
第
六
十
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
年
齢
六
十
五
年
到
達
年
度
の
末
日

ま
で
の
間
に
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
を
採
用
し
よ
う
と
す
る
短
時
間
勤
務
の
官

・
冬
職
に
係
る
旧
国
家
公
務
員
法
定
年
相
当
年
齢
（
短
時
間
勤
務
の
官
職
を
占
め
る
職
員

が
、
常
時
勤
務
を
要
す
る
官
職
で
そ
の
職
務
が
当
該
短
時
間
勤
務
の
官
職
と
同
種
の

官
職
を
占
め
て
い
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
旧
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の

二
第
二
項
に
規
定
す
る
定
年
（
施
行
日
以
後
に
設
置
さ
れ
た
官
職
そ
の
他
の
人
事
院

規
則
で
定
め
る
官
職
に
あ
っ
て
は
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
年
齢
）
を
い
う
。
）
に

達
し
て
い
る
者
を
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
従
前
の
勤
務
実
績
そ

の
他
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
情
報
に
基
づ
く
選
考
に
よ
り
、
｜
年
を
超
え
な
い
範

職
し
た
者

四
施
行
日
以
後
に
新
国
家
公
務
員
法
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
者
（
前
三
号
に
掲

げ
る
者
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
勤
続
期
間
そ
の
他
の
事
情
を
考
盧
し
て
前
三
号
に

掲
げ
る
者
に
準
ず
る
者
と
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
者

五
施
行
日
以
後
に
新
自
衛
隊
法
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
者
の
う
ち
、
前
各
号
に

掲
げ
る
者
に
準
ず
る
者
と
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
者

３
前
二
項
の
任
期
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
更
新
さ
れ
た
任
期
は
、
人
事
院
規
則

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る

。
た
だ
Ｌ
一
、
当
該
任
期
の
末
側
は
、
前
一
項
の
蝋
潅
に
ｋ
｜
〃
採
用
す
る
者
又
ば
こ
の

項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
更
新
す
る
肯
の
年
齢
パ
十
血
隼
到
達
一
年
度
の
飛
日
以
前
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

ゾ
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第
六
条
施
行
日
前
に
旧
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
四
第
一
項
又
は
第
八
十
一
条

の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て

「
旧
国
家
公
務
員
法
再
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
際

現
に
常
時
勤
務
を
要
す
る
官
職
を
占
め
る
職
員
は
、
施
行
日
に
、
附
則
第
四
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
採
用

さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
職
員
の
任
期
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行

日
に
お
け
る
旧
国
家
公
務
員
法
再
任
用
職
員
と
し
て
の
任
期
の
残
任
期
間
と
同
一
の

期
間
と
す
る
。

２
旧
国
家
公
務
員
法
再
任
用
職
員
の
う
ち
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
旧
国
家
公

務
員
法
第
八
十
一
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
を
占
め
る
職
員

囲
内
で
任
期
を
定
め
、
短
時
間
勤
務
の
官
職
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
問
、
任
命
権
者
は
、
新
国
家
公
務
員
法
第
六

十
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち

、
年
齢
六
十
五
年
到
達
年
度
の
末
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
を
採

用
し
よ
う
と
す
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
に
係
る
新
国
家
公
務
員
法
定
年
相
当
年
齢
に

達
し
て
い
る
者
（
新
国
家
公
務
員
法
第
六
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
短

時
間
勤
務
の
官
職
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
除
く
。
）
を
、
人
事
院
規
則
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
従
前
の
勤
務
実
績
そ
の
他
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
情
報

に
基
づ
く
選
考
に
よ
り
、
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
任
期
を
定
め
、
当
該
短
時
間

勤
務
の
官
職
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

く

３
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
の
任
期
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
三
項
の

規
定
を
準
用
す
る
。
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は
、
施
行
日
に
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
当
該
採
用
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
職
員
の
任
期
は
、
同
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
日
に
お
け
る
旧
国
家
公
務
員
法
再
任
用
職
員
と
し
て
の

任
期
の
残
任
期
間
と
同
一
の
期
間
と
す
る
。

３
任
命
権
者
は
、
暫
定
再
任
用
職
員
を
指
定
職
に
昇
任
し
、
又
は
転
任
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。

４
任
命
権
者
は
、
附
則
第
四
条
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
し
た

職
員
の
う
ち
当
該
職
員
を
昇
任
し
、
降
任
し
、
又
は
転
任
し
よ
う
と
す
る
常
時
勤
務

を
要
す
る
官
職
に
係
る
旧
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
定

年
（
施
行
日
以
後
に
設
置
さ
れ
た
官
職
そ
の
他
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
官
職
に
あ

っ
て
は
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
年
齢
）
に
達
し
た
職
員
以
外
の
職
員
及
び
附
則
第

四
条
第
二
項
又
は
前
条
第
一
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
し
た
職
員
の
う
ち
当
該
職
員
を

昇
任
し
、
降
任
し
、
又
は
転
任
し
よ
う
と
す
る
燃
鳴
勤
務
を
一
霞
す
轍
官
職
に
係
る
新

国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
定
年
に
達
し
た
職
員
以
外
の

職
員
を
、
当
骸
常
時
勤
務
を
要
す
る
官
職
に
昇
任
し
、
降
任
し
、
又
は
転
任
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。

５
前
二
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
間
に
お
け
る
新
国
家
公
務
員
法
第
六
十
条
の
二
第

三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
経
臘
一
し
て
い
な
い
定
年
前
再
任
用
短

時
間
勤
務
職
員
」
と
あ
る
の
は
、
「
維
過
一
し
這
い
雄
い
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務

職
員
、
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
年
法
律
第
号

・
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
令
和
【
》
年
国
家
公
務
員
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附

則
第
四
条
第
一
項
又
は
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
し
た
職
員
の
う
ち
当
該

職
員
を
昇
任
し
、
降
任
し
、
又
は
転
任
し
よ
う
と
す
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
に
係
る
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６
任
命
権
者
は
、
基
準
日
（
前
二
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
間
に
お
け
る
各
年
の
四

月
一
日
（
施
行
日
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
附
則
総
↑
余
第
六
項

に
お
い
て
同
じ
．
）
か
ら
基
準
日
の
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
基
準
日
に

お
け
る
新
国
家
公
務
員
法
定
年
（
新
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
六
第
二
項
に
規

定
す
る
定
年
（
短
時
間
勤
務
の
官
職
に
あ
っ
て
は
、
当
該
短
時
間
勤
務
の
官
職
を
占

め
る
職
員
が
、
常
時
勤
務
を
要
す
る
官
職
で
そ
の
職
務
が
当
該
短
時
間
勤
務
の
官
職

と
同
種
の
官
職
を
占
め
て
い
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
定
年

）
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
基
準
日
の
前
日
に
お
け
る
新
国
家

公
務
員
法
定
年
を
超
え
る
官
職
及
び
こ
れ
に
相
当
す
る
基
準
日
以
後
に
設
置
さ
れ
た

官
職
そ
の
他
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
官
職
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
国
家
公

旧
国
家
公
務
員
法
定
年
相
当
年
齢
（
短
時
間
勤
務
の
官
職
を
占
め
る
職
員
が
、
常
時

勤
務
を
要
す
る
官
職
で
そ
の
職
務
が
当
該
短
時
間
勤
務
の
官
職
と
同
種
の
官
職
を
占

め
て
い
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
令
和
↓
年
国
家
公
務
員
法
等
改
正
法
第
一
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
八
十
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
定
年
（
合
和
一
年

鬮
家
公
務
員
法
等
改
薩
法
の
施
行
脚
日
以
後
に
設
置
さ
れ
た
官
職
そ
の
他
の
人
事
院

規
則
で
定
め
る
官
職
に
あ
っ
て
は
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
年
齢
）
を
い
う
。
）
に

達
し
て
い
る
職
員
及
び
令
和
↓
年
国
家
公
務
員
法
等
改
正
法
附
則
第
四
条
第
二
項
又

は
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
し
た
職
員
の
う
ち
当
該
職
員
を
昇
任
し
、
降

任
し
、
又
は
転
任
し
よ
う
と
す
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
に
係
る
新
国
家
公
務
員
法
定

年
相
当
年
齢
（
短
時
間
勤
務
の
官
職
を
占
め
る
職
員
が
、
常
時
勤
務
を
要
す
る
官
職

で
そ
の
職
務
が
当
該
短
時
間
勤
務
の
官
職
と
同
種
の
官
職
を
占
め
て
い
る
も
の
と
し

た
場
合
に
お
け
る
第
八
十
一
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
定
年
を
い
う
。
）
に
達
し

て
い
る
職
員
」
と
す
る
。
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務
員
法
定
年
引
上
げ
官
職
」
と
い
う
。
）
に
、
附
則
第
四
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る

者
の
う
ち
基
準
日
の
前
日
に
お
い
て
同
日
に
お
け
る
当
該
新
国
家
公
務
員
法
定
年
引

上
げ
官
職
に
係
る
新
国
家
公
務
員
法
定
年
に
達
し
て
い
る
者
（
当
該
人
事
院
規
則
で

〆
〆
ヘ

定
め
る
官
職
に
あ
っ
て
は
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
者
）
を
、
同
項
又
は
前
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
採
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
者
は
当
該
者
を
採
用
し
よ

う
と
す
る
新
国
家
公
務
員
法
定
年
引
上
げ
官
職
に
係
る
新
国
家
公
務
員
法
定
年
に
達

し
て
い
る
も
の
と
み
な
し
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
適
用
し
、
新
国
家
公
務
員
法
定
年

引
上
げ
官
職
に
、
附
則
第
四
条
第
二
項
又
は
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ

た
職
員
の
う
ち
基
準
日
の
前
日
に
お
い
て
同
日
に
お
け
る
当
該
新
国
家
公
務
員
法
定

年
引
上
げ
官
職
に
係
る
新
国
家
公
務
員
法
定
年
に
達
し
て
い
る
職
員
（
当
該
人
事
院

規
則
で
定
め
る
官
職
に
あ
っ
て
は
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
職
員
）
を
、
昇
任
し
、

降
任
し
、
又
は
転
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
職
員
は
当
該
職
員
を
昇
任
し

、
降
任
し
、
又
は
転
任
し
よ
う
と
す
る
新
国
家
公
務
員
法
定
年
引
上
げ
官
職
に
係
る

新
国
家
公
務
員
法
定
年
に
達
し
て
い
る
も
の
と
み
な
し
て
、
第
四
項
の
規
定
及
び
前

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
新
国
家
公
務
員
法
第
六
十
条
の
二
第
三
項

の
規
定
を
適
用
す
る
。

７
暫
定
再
任
用
職
員
は
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
し
て
、
新
国
家

公
務
員
法
第
八
十
二
条
第
二
項
後
段
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

同
項
後
段
中
「
年
齢
六
十
年
以
上
退
職
者
」
と
あ
る
の
は
「
国
家
公
務
員
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
一
年
法
律
第
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
令

和
二
年
国
家
公
務
員
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
条
第
一
項
第
一
号
か
ら

第
三
号
ま
で
若
し
く
は
第
二
項
第
一
号
、
第
二
号
若
し
く
は
第
四
号
に
掲
げ
る
者
と

な
っ
た
日
若
し
く
は
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
年
齢
六
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十
年
以
上
退
職
者
」
と
、
「
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
令
和
更
年
国
家
公
務
員
法

等
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
四
第
一

項
若
し
く
は
第
八
十
一
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
か
つ
て
採
用
さ
れ
て
職
員
と

し
て
在
職
し
て
い
た
期
間
、
令
和
ゞ
』
年
国
家
公
務
員
法
等
改
正
法
附
則
第
四
条
第
一

項
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
か

つ
て
採
用
さ
れ
て
令
和
ゞ
年
国
家
公
務
員
法
等
改
正
法
附
則
第
三
条
第
四
項
に
規
定

す
る
暫
定
再
任
用
職
員
と
し
て
在
職
し
て
い
た
期
間
若
し
く
は
」
と
す
る
。

８
平
成
十
一
年
十
月
一
日
前
に
新
国
家
公
務
員
法
第
八
十
二
条
第
二
項
前
段
に
規
定

す
る
退
職
又
は
先
の
退
職
が
あ
る
暫
定
再
任
用
職
員
に
つ
い
て
、
前
項
の
規
定
に
よ

り
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
し
て
同
条
第
二
項
後
段
の
規
定
を
適
用

す
る
場
合
に
は
、
同
項
後
段
に
規
定
す
る
引
き
続
く
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
に
は

、
同
日
前
の
当
該
退
職
又
は
先
の
退
職
の
前
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
を
含
ま
な

い
も
の
と
す
る
。

卿
研
究
施
設
研
究
教
育
職
員
（
第
八
条
”
規
曜
に
よ
る
改
正
後
の
教
育
公
務
員
絲
例

法
第
二
・
卜
粂
に
蝿
寵
す
る
研
究
施
設
研
究
教
育
職
員
を
い
う
、
、
》
ヘ
の
採
朋
腫
令

い
て
の
伽
三
条
の
規
定
の
遮
一
州
に
つ
い
て
微
，
對
分
の
間
、
附
則
第
三
粂
第
穴
曠
及

び
第
四
粂
第
三
項
《
前
粂
第
萱
｜
埴
に
お
い
て
準
剛
す
る
場
合
を
一
含
む
二
↓
中
云
範
囲

内
で
と
あ
る
脚
は
一
範
囲
内
で
又
部
科
学
肖
借
で
潅
肋
る
し
』
｜
こ
ろ
に
よ
り
任
命
樅

脅
が
定
め
る
期
間
を
も
曾
卜
と
一
．
附
則
第
四
条
第
一
噸
及
び
簾
二
項
並
び
膜
前
粂

第
。
項
及
び
第
二
埴
中
一
廠
期
を
龍
沈
｝
と
あ
る
の
は
糞
部
科
学
省
肯
喜
灌
釣
る

と
こ
ろ
に
よ
り
任
命
艤
者
が
龍
鱗
ろ
任
期
を
も
っ
て
》
と
一
す
る
．

川
退
職
時
に
特
定
地
方
警
務
官
で
あ
っ
た
者
に
は
、
前
二
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な

い
。
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第
七
条
暫
定
再
任
用
職
員
（
短
時
間
勤
務
の
官
職
を
占
め
る
暫
定
再
任
用
職
員
（
以

下
「
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
‘
次
項

及
び
第
八
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
俸
給
月
額
は
、
当
該
暫
定
再
任
用
職
員
が
定
年

前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
で
あ
る
も
の
と
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
一
般
職
の
職

員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
俸
給
表
の
定
年
前
再
任
用
短

時
間
勤
務
職
員
の
欄
に
掲
げ
る
基
準
俸
給
月
額
の
う
ち
、
同
法
第
八
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
当
該
暫
定
再
任
用
職
員
”
属
す
る
職
務
の
級
に
応
じ
た
額
と
す
る
。

２
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
九
号
）
第
十

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
暫
定
再
任
用
職
員
に
対
す

る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
、
「
に
、

国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
九
号
）
第
十
七

条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
一
般
職
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す

る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り

定
め
ら
れ
た
当
該
暫
定
再
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
を
同
項
本
文
に
規
定
す
る
勤
務
時

間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
」
と
す
る
。

３
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
俸
給
月
額
は
、
当
該
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務

職
員
が
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
で
あ
る
も
の
と
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
俸
給
表
の
定
年

前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
欄
に
掲
げ
る
基
準
俸
給
月
額
の
う
ち
、
同
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
に

応
じ
た
額
に
、
一
般
職
の
職
員
の
勤
務
時
間
休
暇
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年

法
律
第
三
十
三
号
）
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
当
該
暫
定
再
任
用
さ
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職
員
」
と
い
う
。
）
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」

と
あ
る
の
は
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
暫
定
再
任
用
職
員
」
と
す
る

○
７
附
則
第
》
》
卜
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
家
公
務
員
の
寒
冷
地
手
当
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
号
附
則
繍
卜
『
》
粂
第
五
項
鮭
鵜
い
で
亘
新

寒
冷
地
手
当
法
苧
と
い
う
）
の
規
定
並
び
に
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法

律
第
八
条
第
四
項
、
第
七
項
及
”
第
九
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
、
第
十
条
の
四
、
第

十
一
条
、
第
十
一
条
の
二
、
第
十
一
条
の
五
か
ら
第
十
一
条
の
七
ま
で
、
第
十
一
条

の
九
、
第
十
一
条
の
十
、
第
十
三
条
の
二
並
び
催
第
十
四
条
並
び
に
新
一
般
職
給
与

法
第
八
条
第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
八
項
の
規
定
は
、
暫
定
再
任
用
職
員
に
は
適
用

短
時
間
勤
務
職
員
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得

た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

４
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
は
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
し

て
、
新
一
般
職
給
与
法
第
十
二
条
第
二
項
、
第
十
六
条
第
二
項
及
び
第
二
十
二
条
第

一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

５
暫
定
再
任
用
職
員
は
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
し
て
、
新
一
般

職
給
与
法
第
十
九
条
の
四
第
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

６
新
一
般
職
給
与
法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
の
職
員
に
暫
定
再
任
用
職
員
が
含
ま
れ

る
場
合
に
お
け
る
勤
勉
手
当
の
額
の
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
ご
と

の
総
額
の
算
定
に
係
る
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号
中
「
定
年

前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及

び
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
号
）
附

則
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
職
員
（
次
号
に
お
い
て
「
暫
定
再
任
用
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（
自
衛
隊
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
八
条
新
筒
衛
隊
法
第
阿
１
粂
鋤
の
規
雇
は
，
施
行
、
以
縁
塵
退
職
を
し
た
同

粂
第
ゞ
頓
に
規
定
す
る
年
齢
大
１
年
以
上
退
職
街
（
次
項
に
お
い
て
↓
新
自
衛
隊
法

催
よ
る
年
齢
六
卜
年
以
上
退
職
瀞
」
一
と
い
う
一
一
及
び
伺
粂
第
ゞ
填
に
規
定
す
る
国

家
公
務
員
織
應
よ
る
年
齢
六
卜
年
以
上
退
職
者
《
吹
噴
に
お
い
て
二
新
画
家
公
務
員

８
暫
進
岬
任
州
職
員
に
対
す
る
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
第
二
条
第
一
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
又
は
自
衛
隊
法
」
と
あ
る
の
は
「
、
自
衛
隊
法
」
と

、
「
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
又
は
国

家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
”
》
年
法
律
第
号
）
附
則
第

四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
と
す

る
。

９
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
は
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
し

て
、
附
則
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す

る
法
律
（
附
則
露
’
二
条
に
お
い
て
一
一
新
育
児
休
業
銭
一
一
と
一
い
う
》
第
二
十
六
条

第
一
項
並
び
に
附
則
第
一
一
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
一
般
職
の
職
員
の
勤
務
時

間
、
休
暇
等
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
二
項
、
第
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
一
一

項
た
だ
し
書
、
第
七
条
第
二
項
、
第
十
一
条
、
第
十
七
条
第
一
項
並
び
に
第
一
一
十
三

条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

、
附
則
第
四
条
か
ら
前
条
ま
で
及
び
前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
暫
定
再
任
用

職
員
の
任
用
そ
の
他
暫
定
再
任
用
職
員
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
院
規
則
で
定

め
る
。

し
な
い
。

し
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鱗
に
よ
る
年
齢
六
十
咋
以
ｋ
退
職
肴
↑
と
い
う
』
一
に
つ
い
て
漁
用
す
る
々

２
価
命
確
者
胤
、
基
準
側
か
ら
基
礁
岡
の
潔
年
の
↑
》
｜
月
《
一
・
Ｉ
“
伺
發
で
の
間
§
基
準

廿
應
お
け
る
新
側
衞
隊
法
龍
年
網
当
年
齢
層
時
間
勤
務
”
官
職
一
新
自
傭
膨
族
第

卿
Ｉ
汗
条
の
ゞ
一
第
咋
噴
に
規
灌
す
る
短
崎
悶
勤
務
の
官
職
を
一
い
う
ゞ
附
則
第
１
粂

第
三
項
を
除
き
、
以
ド
附
則
繍
十
１
条
輔
唄
龍
で
膳
お
い
と
同
低
）
を
占
坊
笏

隊
員
が
．
徽
崎
勤
務
を
聾
す
る
簡
臓
で
そ
”
職
務
が
瑚
該
鐙
時
間
勤
務
の
官
綴
と
同

そ
の
他
の
政
令
で
潅
勘
為
短
時
間
勤
務
山
間
臓
一
以
ド
こ
の
項
に
猫
識
で
皇
新
自
衛

隊
法
原
則
定
年
紺
当
年
齢
引
化
げ
短
時
間
勤
務
鴬
職
』
と
一
い
う
一
に
晶
礁
同
心

前
川
ま
で
に
新
側
衞
隊
法
に
上
る
年
齢
六
十
年
以
上
退
臘
瀞
又
働
新
閏
家
公
務
員
法

に
よ
る
年
齢
六
卜
年
以
上
退
職
瀞
と
な
毎
た
脅
（
羅
準
間
前
か
ら
鱗
自
徽
隊
旗
第
四

。
。
ｒ
申

卜
四
条
の
仁
蕊
毒
畷
又
は
第
》
《
填
幻
蝋
濯
に
よ
り
勤
務
し
た
像
基
準
日
螂
僅
催
退
職

を
し
た
脅
及
び
聡
罐
同
前
か
ら
新
鰯
家
公
務
員
鱗
舗
八
’
一
粂
的
進
第
一
一
鵬
又
は
第

。
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
‐
た
催
農
唯
側
以
後
Ｌ
退
職
を
一
し
た
溝
を
含
む
。
』
わ
、
う

ち
基
準
日
の
前
側
廷
お
い
て
一
脚
Ｈ
に
識
け
る
当
繊
新
自
衛
隊
法
原
則
潅
隼
絹
当
廉
齢

引
上
げ
短
時
間
勤
務
官
職
に
係
る
新
負
儲
隊
法
定
一
年
欄
当
年
齢
迄
達
し
て
抑
ゞ
る
者
一

当
該
政
令
で
定
絢
る
短
時
間
勤
務
の
宵
轍
悠
あ
る
て
嵐
，
政
令
で
庵
め
る
肯
言
壗
↓

新
自
衛
隊
法
第
四
卜
》
粂
の
鼻
第
ゞ
喰
の
縄
籏
に
よ
り
採
朋
す
る
皇
と
一
が
で
き
－
ず
；

法
第
悶
卜
四
条
の
淘
第

眠
る
“
一
及
び

練
の
箇
職
を
占
胸
く
い
る
も
鰯
と
し
た
場
合
に
識
け
る
新
樹
衛
隊
綾
第
側
卜
個
条
的

人
第
冤
填
に
蝋
罐
す
る
遊
年
を
い
う
以
ｆ
｝
》
｜
鋤
項
及
び
附
則
龍
十
条
第
二
項
臓
蛎

い
て
同
じ
》
が
蕊
準
伺
の
前
側
に
識
け
る
新
陶
繍
隊
法
定
牢
相
当
年
齢
を
一
超
え
患

纏
時
間
勤
務
の
筒
職
一
基
縦
Ⅲ
仁
お
け
る
新
圖
衛
隊
法
潅
隼
棚
当
年
齢
が
新
胸
衛
隊

こ
れ
に
棚
当
す
る
蕊
準
側
以
後
に
殻
置
さ
れ
た
短
時
間
勤
務
の
官
臘

》
項
本
文
に
規
潅
寸
亀
定
年
で
あ
る
短
崎
間
勤
務
の
官
職
歴
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勅
脚
衛
臓
法
原
則
定
年
州
淵
年
齢
引
上
げ
趨
吋
間
勤
務
宵
鵬
に
。
同
乗
篤
一
項
に
鯛

瞳
す
る
定
年
前
廊
任
州
鰯
時
間
勤
務
隊
員
鼠
下
走
牢
前
再
伍
朗
短
時
間
勤
務
僻

員
と
い
う
↑
》
の
う
ち
蕊
準
側
璽
別
卿
健
お
い
て
伺
側
隆
識
け
る
当
該
新
…
衛
隊

法
原
則
定
年
襯
当
年
齢
引
上
げ
嬢
時
間
勤
務
宵
職
に
係
溺
新
陶
衞
隊
艤
腹
雁
禍
４
年

齢
に
達
し
て
い
る
灌
年
揃
藤
圧
燗
鯉
時
間
勤
務
隊
員
雪
該
政
令
で
潅
駒
る
短
塒
燗

勤
務
”
曹
職
に
あ
や
て
蝋
、
政
令
で
竃
め
る
定
錐
前
脚
任
剛
短
時
間
勤
務
隊
農
一
一
を

・
昇
任
し
、
降
紙
し
ゞ
又
感
犠
紙
す
る
墓
と
か
で
き
だ
い

３
平
成
卜
ゞ
年
卜
卿
一
間
刺
に
新
同
衞
隊
鱗
第
胸
十
六
余
第
一
填
前
殿
に
蝋
潅
す
拳

進
一
幟
又
域
先
の
退
職
が
あ
る
應
隼
前
脚
任
附
短
跨
簡
勤
務
隊
員
に
つ
い
て
＄
’
何
項
緩

唆
の
規
定
を
適
朋
す
調
場
合
仁
憾
、
同
項
後
段
匡
規
篭
す
る
引
き
一
統
く
隊
員
修
一
Ｌ
て

”
嫌
縦
期
間
に
は
．
何
冊
前
の
当
蔵
退
職
又
僅
先
山
退
職
”
前
”
隊
員
し
逢
一
Ｌ
｜
で
”
在

職
期
間
を
含
童
な
い
も
の
と
脅
為

４
川
向
衛
隊
法
第
四
卜
四
条
妙
凶
第
一
一
脳
若
し
く
は
第
四
１
四
条
の
五
第
一
噴
腕
甥

姓
に
よ
り
擬
Ｉ
さ
れ
た
鳴
農
又
働
驚
灌
闘
任
燗
膨
員
一
孜
粂
第
一
畷
著
し
て
ば
第
言

喚
又
は
附
則
第
１
条
第
一
項
然
し
く
魁
第
。
項
釣
規
定
鱈
ｋ
り
採
用
き
一
狐
た
隊
員
寺
｝

い
う
″
以
下
同
じ
ゞ
》
ル
ー
し
て
厳
職
し
て
い
た
期
間
が
約
る
潅
年
前
爾
任
用
短
時
間

勤
務
隊
員
に
対
す
る
新
自
衛
隊
薩
第
四
十
六
余
第
｝
項
後
段
の
燦
熊
の
適
用
旗
（
ノ
部
．

噂
は
“
何
項
後
段
中
ご
息
は
と
あ
る
”
戯
、
）
え
織
国
索
ｉ
務
員
法
等
鉤

部
を
改
砿
す
る
鱗
律
（
令
和
一
年
法
律
龍
号
、
以
下
三
一
必
填
緯
お
ど
農
一
令

和
〃
華
年
個
家
公
務
員
法
等
改
正
灌
一
と
い
う
》
第
八
粂
鱗
蝿
潅
腫
よ
る
鹸
砿
前
の

第
四
十
卿
粂
の
凶
第
一
畷
欝
血
一
／
、
懲
第
卿
１
幽
粂
鰯
胤
蕊
一
項
の
螺
定
に
よ
り
か
つ

ぐ
採
用
さ
れ
て
隊
員
と
し
て
征
綴
し
て
い
た
期
間
令
和
一
一
年
鬮
家
塗
務
員
嫉
等
敗

砒
法
附
則
第
九
条
第
一
噸
済
し
く
感
第
↓
《
項
詩
Ｌ
／
、
僅
第
１
条
第
一
填
苦
Ｌ
く
働
舗

進
に
よ
り
採
朋
さ
れ
た
隊
員
又
感
暫
灌
爾
任
用
隊
員
一
炊
粂
第
一
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項
〃
娩
潅
に
よ
り
か
“
て
採
剛
さ
一
れ
て
令
和
ゞ
牢
卿
蒙
公
務
員
蔽
等
改
阪
鱗
附
則

第
八
条
第
四
項
に
鯉
寵
す
る
暫
定
鱒
紙
朋
隊
員
と
し
て
像
職
し
て
い
た
期
悶
潜
し
く

感
と
す
る
″

５
施
行
側
前
に
鵬
胸
術
隊
嫉
第
卿
十
剛
粂
”
《
一
第
》
項
の
麗
産
鰹
よ
り
勤
務
す
る
こ

と
と
さ
れ
。
か
つ
，
服
脚
衛
隊
法
勤
務
延
長
期
隈
《
同
項
の
期
限
又
は
同
粂
第
二
項

”
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
隈
を
い
膿
可
以
Ｆ
ど
｜
の
項
及
び
沈
項
庭
躯
い
蓮
同
ｒ

．
》
が
施
行
日
以
後
迄
到
来
す
る
隊
員
一
次
項
に
鈴
い
て
》
胴
卿
衛
隊
繕
勤
務
艇
長

隊
員
』
と
い
う
“
）
狸
係
る
当
該
仙
脚
衛
隊
法
勤
務
延
長
期
鵬
童
で
鈎
間
駕
認
〃
ろ

Ⅲ
脚
衛
隊
法
第
側
十
卿
粂
の
茎
講
嘆
息
は
第
星
唄
鋤
塊
窟
ゞ
，
典
る
勤
務
に
づ
沙
ぞ

ば
、
新
自
衛
隊
法
第
脳
卜
胆
条
”
し
鋤
規
潅
仁
か
か
豹
ら
ず
‘
な
詣
蕊
別
の
例
膜
欧

る
″

６
低
命
朧
蓄
感
、
柵
閥
衞
膨
法
勤
務
砥
一
長
臓
員
に
つ
い
て
、
胴
間
衞
艤
鱗
勤
務
雑
鳫

期
限
又
は
二
伽
蝋
の
塊
定
に
よ
り
延
一
長
さ
れ
た
期
限
が
鋤
脹
す
亀
場
合
に
お
㈱
で
。

新
間
衛
隊
法
第
四
１
四
条
妙
に
龍
喰
各
号
に
掲
げ
る
肇
剛
が
肌
為
と
認
め
る
と
一
選

は
．
防
衛
大
原
の
定
め
る
し
』
｜
こ
み
に
よ
り
，
二
即
心
”
期
眼
の
謬
同
か
ら
腱
算
し
て

年
を
耀
一
え
な
い
範
噸
内
で
期
限
を
一
延
長
す
る
こ
と
が
で
逢
搦
：
た
だ
Ｌ
。
そ
の
醐

限
は
、
そ
の
隊
員
に
係
る
胴
間
衛
隊
法
篭
脳
十
四
条
”
》
一
蕊
一
喧
に
麗
龍
す
亀
態
年

退
職
Ｈ
の
謹
Ⅱ
か
ら
樫
算
し
く
《
｜
一
年
を
超
え
る
三
一
と
が
ど
き
塚
い
，

７
新
尚
織
隊
法
第
卿
卜
側
粂
の
一
第
填
の
燦
潅
煽
、
施
行
侃
陛
識
が
で
第
五
項
力

規
定
に
よ
り
同
粂
第
一
蝋
に
蝿
罐
す
る
管
理
職
督
臘
を
占
眺
た
ま
童
引
書
続
…
勤
務

し
て
い
る
隊
員
瞳
は
適
期
し
な
い

郷
紐
命
艤
荷
域
、
懸
維
側
か
ら
騒
準
側
の
翌
年
の
王
劇
一
・
》
十
一
日
ま
で
”
間
。
基
準

側
に
お
耐
る
新
脚
衛
隊
法
定
年
（
新
向
衛
隊
藤
第
四
卜
四
条
の
六
第
一
墳
艫
蝿
庫
腎
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第
九
条
任
命
権
者
は
、
次
仁
掲
げ
る
背
の
う
ち
．
年
齢
六
１
一
九
隼
劉
壌
竿
度
の
末
Ｒ

童
で
の
開
に
あ
る
嵩
で
あ
っ
て
、
そ
め
蒲
を
採
開
し
よ
う
と
す
る
滞
崎
勤
務
…
蕊
守

る
宵
職
（
防
衛
街
の
職
員
の
絲
与
等
に
関
す
る
法
律
第
卿
条
第
一
喰
の
畷
龍
艇
よ
蹄

る
定
年
を
い
う
以
ｒ
こ
の
填
及
び
次
粂
第
至
噸
に
鵜
い
て
同
じ
〃
》
が
基
準
側
”

伽
胸
ｒ
お
け
る
新
側
衛
隊
鶴
定
年
一
同
側
が
令
伽
卿
隼
二
月
一
一
｛
１
側
で
あ
あ
場
合

猩
蚊
‐
卿
Ⅱ
鰹
お
鮒
る
旧
尚
徽
隊
餓
鮪
側
ｌ
似
粂
幽
＄
第
崖
ゞ
項
に
幌
態
す
る
庵
年
』
｜

を
超
え
る
爾
職
（
基
準
側
に
お
け
る
新
間
衛
隊
法
潅
隼
が
新
月
衞
隊
接
第
四
十
四
条

の
八
露
見
聰
本
典
に
蝿
塵
す
る
定
年
噂
あ
あ
宵
職
腫
隈
る
〆
』
及
び
こ
郡
に
傾
当
す

る
濃
準
Ⅲ
以
後
に
設
置
さ
れ
た
筒
職
そ
め
他
”
政
令
で
潅
祐
る
筒
職
膜
：
基
準
日
か

ら
騒
準
間
の
翌
年
の
三
月
夏
Ｉ
側
董
で
必
間
に
新
闘
衛
隊
族
第
幽
十
四
条
の
仁
窮

》
頓
着
し
く
は
第
二
埴
の
蝿
潅
え
ば
第
滋
噴
清
し
／
、
ば
篇
六
項
の
螺
潅
鹿
よ
り
勤
務

し
て
い
る
隊
員
の
う
ち
．
懲
礁
日
鋤
前
側
庭
お
い
て
同
胤
に
お
”
る
当
該
官
臘
Ｌ
係

る
新
自
衛
隊
法
定
年
一
同
側
が
令
和
四
年
ミ
月
雫
一
・
卜
日
で
通
ら
場
尚
侭
鐵
、
同
伺

膳
お
鮒
為
川
自
衛
隊
法
蕊
悶
１
四
条
”
》
”
第
茸
唄
迄
規
定
す
る
定
錐
）
艇
達
し
て
い

る
隊
員
一
当
該
政
令
で
唯
ぬ
る
徹
職
に
勘
・
わ
く
億
．
政
令
で
潅
獅
る
隊
員
》
を
、
境

柾
し
§
隣
慨
し
，
え
ば
転
慨
；
る
こ
ル
ー
が
で
蚤
ゑ
い

９
第
九
条
の
蝿
准
に
よ
る
政
服
後
の
防
衛
符
”
職
員
の
総
与
等
に
関
す
玲
族
律
一
附

則
第
卜
二
条
第
滋
項
及
び
第
１
夏
条
に
鋸
い
ぞ
良
新
防
衛
宵
鵬
員
総
与
躍
と
い
う

）
附
則
第
流
噸
か
ら
鋪
卜
埴
塞
ぐ
及
び
第
１
八
項
山
蝿
龍
一
は
、
濡
迩
埴
又
は
第

八
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
て
い
る
隊
員
に
は
適
用
し
な
い

川
第
五
項
か
ら
前
項
隻
噂
廷
潅
一
め
る
も
の
伽
ほ
か
‘
第
弾
頓
ｘ
鰍
第
太
喧
の
硯
定
に

よ
る
勤
務
催
関
し
必
要
な
事
填
ば
、
政
令
ご
潅
鱗
ろ
、
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：
施
行
Ⅲ
前
に
胴
脚
衛
隊
鱗
鋤
蝋
罐
げ
よ
り
退
職
し
た
嵩
｛
帥
も
号
及
び
篭
拘
号

か
ら
龍
と
号
烹
で
腱
掲
げ
る
者
を
除
／
、
一
心
う
ち
、
勤
続
期
間
そ
の
他
の
事
情

を
考
慮
し
て
帥
も
号
に
掲
げ
溺
脅
仁
準
ず
る
者
と
一
し
て
政
命
で
濯
め
る
肴

四
施
行
Ｈ
前
に
順
鬮
蒙
公
務
員
法
の
規
定
に
よ
り
退
職
’
た
瀞
《
胴
悶
簿
公
務
員

接
第
八
卜
条
の
三
の
麗
定
及
び
附
則
第
三
粂
篤
亙
埴
又
瞳
第
六
頃
の
規
定
催
上

り
勤
務
し
た
後
施
行
側
以
俊
に
退
職
し
た
者
を
嵩
む
§
｜
｜
砂
う
ら
。
》
別
三
号
脹
掲

け
る
者
に
縦
ず
る
宵
と
し
て
政
令
で
潅
峨
る
瀞

近
施
行
側
前
應
自
衛
隊
態
第
四
ｌ
丘
粂
第
§
項
⑳
規
定
に
上
り
退
臓
し
た
者

六
自
衛
隊
法
第
四
卜
五
条
蕊
ミ
項
又
ば
第
鯉
項
鋤
規
灌
に
獲
り
勤
務
Ｌ
言
庭
後
礎
行

側
前
に
退
職
し
た
稀
（
洞
粂
覇
》
墳
又
ば
第
鰯
噸
”
蝋
定
に
よ
り
勤
務
し
た
後
施
一
一

般
職
の
職
員
の
総
邸
腫
関
す
る
法
律
別
炎
第
１
『
捕
獲
職
俸
総
糞
切
適
朋
畿
一
畳
削

る
隊
員
が
占
ぬ
る
官
職
茨
粂
第
一
鴨
並
び
催
附
則
第
１
、
粂
講
三
項
及
び
第
四
噸

に
お
い
て
楕
定
職
》
と
い
う
｝
を
除
く
“
以
ｒ
ゞ
一
一
鈎
喰
及
び
次
噸
脹
講
い
く
同

じ
》
に
係
る
胴
間
衛
隊
法
第
四
卜
鵬
粂
鋤
異
節
皇
喰
應
趨
庵
す
る
定
年
一
磁
汀
偶

以
後
に
設
置
さ
れ
た
官
撤
そ
の
他
の
政
令
で
虐
鞠
る
寓
磯
に
あ
っ
て
ば
‐
政
令
で
定

め
る
年
齢
》
に
達
し
て
い
る
青
を
．
政
令
で
庵
約
事
し
一
一
こ
ろ
に
上
〃
・
健
前
の
勤
務

夷
績
そ
的
他
の
政
令
で
定
め
る
情
締
に
農
づ
く
選
考
庭
上
〃
，
《
雄
を
耀
一
え
た
い
範

幽
内
で
任
期
を
定
め
．
南
崎
勤
務
を
饗
す
る
腐
職
峰
採
恥
す
る
》
’
一
Ｌ
》
一
が
ｒ
き
る
、

施
行
Ⅱ
前
進
旧
向
衛
隊
法
第
四
卜
幽
籠
迩
寺
第
一
噸
鋤
規
定
臆
よ
り
退
臓
１
一
た

尚
川
脚
衛
隊
法
輔
側
十
脚
粂
鈎
〃
＊
の
蝋
潅
墓
よ
り
勤
務
し
た
後
施
行
同
前
鰈
退
一
職

し
た
荷
（
同
粂
及
び
前
粂
第
ｆ
噸
又
は
第
常
噛
的
娩
定
に
よ
り
勤
務
し
た
催
施
行

Ⅱ
以
後
腱
退
職
し
た
潟
を
禽
む
》
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f

伽
Ⅱ
以
後
腫
遮
蝋
し
た
荷
を
禽
撒
／
》

し
施
行
御
前
に
自
衛
隊
法
第
四
１
ｈ
条
露
ゞ
噛
庭
麗
籏
＃
る
潅
牢
障
達
Ｌ
た
何
の

翌
Ⅱ
以
前
腱
退
職
し
た
荷
の
う
ち
勤
続
期
間
そ
の
他
戯
事
傭
を
一
考
億
Ｌ
季
進
前
《
号

悪
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
曲
の
と
し
で
一
政
令
暦
定
鋤
る
謁

２
令
和
ト
ミ
年
三
月
篁
十
、
Ⅲ
裳
で
の
間
、
任
命
権
青
は
。
次
に
掲
げ
も
背
の
う
吟

。
年
齢
大
ｌ
近
維
到
達
年
度
の
末
日
麦
で
”
櫛
に
あ
る
者
で
勘
づ
く
，
そ
の
葛
を
一
線

附
し
虞
う
と
一
す
る
常
時
勤
務
を
蕊
す
る
宵
職
に
係
る
新
卿
衞
隊
按
定
隼
候
達
し
｜
で
が

る
肯
を
、
政
令
で
定
め
る
と
一
こ
ろ
に
よ
り
、
従
前
の
勤
務
実
績
そ
”
他
心
政
令
ぞ
定

め
る
晴
報
に
農
づ
／
、
選
簿
に
ｋ
〃
。
“
年
を
超
え
な
い
範
臘
内
で
任
期
を
龍
物
、
南

崎
勤
務
を
饗
す
る
官
職
腫
採
剛
す
る
ニ
レ
’
一
が
層
き
る

施
行
Ⅱ
以
侭
艇
新
向
衛
隊
法
第
四
十
卿
粂
”
六
第
ゞ
蝋
の
規
定
侭
よ
り
退
職
し

た
満

“
〃
施
術
Ⅱ
以
後
脹
新
卿
徽
隊
撚
第
伽
十
卿
粂
の
也
鋪
一
填
又
側
舗
畷
内
鯛
唯
鰹

１
り
勤
務
し
た
後
退
轍
し
た
荷

；
↑
施
行
Ⅲ
以
後
に
新
櫛
衛
隊
法
瀧
伽
１
錠
の
ゞ
》
第
堪
砂
規
箙
臆
よ
り
撮
胴
碧
一

加
た
者
の
う
ち
．
同
粂
第
↑
項
に
蝿
竃
す
る
任
期
が
満
ｒ
Ｌ
た
こ
レ
ー
↓
に
よ
″
退
縦

し
た
脅

側
施
行
Ⅱ
以
後
應
新
間
衛
隊
法
の
蝋
潅
涯
よ
り
退
職
し
た
瀞
《
鋤
三
号
及
び
第
六

号
か
ら
第
八
号
妻
で
仁
掲
げ
る
蒲
を
除
く
ゞ
》
的
う
関
§
勤
続
期
間
そ
の
他
め
事

情
を
考
慮
し
て
前
．
臭
号
に
掲
げ
る
潜
纒
準
ず
る
春
と
一
し
て
戯
令
で
庵
め
る
肴

迩
施
行
Ｈ
以
後
庭
新
鬮
蒙
公
務
員
瞳
の
規
灌
原
よ
り
鰹
綴
し
た
脅
鰯
う
ち
、
師
各

号
に
掲
げ
る
脅
に
準
ず
る
青
と
し
て
政
令
で
定
め
る
滑

点
施
行
側
以
後
に
闇
繕
隊
法
第
四
十
ｈ
条
第
で
埴
の
規
定
に
ｋ
け
退
一
職
し
た
者

－24－



第
十
条
任
命
確
者
は
↓
新
自
衛
隊
法
第
四
卜
｜
粂
の
５
第
甚
唄
、
蝿
潅
涯
か
か
わ
ら

ず
、
前
粂
蕊
”
墳
各
号
に
掲
げ
る
宵
の
う
あ
§
年
齢
汰
卜
流
年
到
達
隼
塵
の
末
日
嘩
華

に
施
行
側
以
後
進
筒
衛
隊
法
簾
四
１
ｈ
条
第
皇
噸
又
懲
第
胆
項
錫
鰻
走
鰹
よ
り
勤

務
し
た
後
退
職
し
た
者

八
施
価
Ⅱ
以
後
に
樹
衛
隊
鱗
鋪
側
卜
弧
粂
第
一
蝋
腫
溌
罐
す
る
罐
年
に
龍
ｌ
・
た
偶

の
翌
側
以
前
に
退
職
し
た
撒
の
う
ち
勤
続
期
間
そ
”
他
の
事
情
を
考
朧
し
て
前
一
＆

号
應
掲
げ
る
者
進
準
ず
る
も
鋤
と
し
て
政
令
で
定
功
る
薇

３
前
言
項
の
任
期
又
慎
二
脚
噛
の
蝿
潅
腫
よ
り
塊
新
さ
れ
た
任
期
は
；
政
令
ど
潅
坊

る
と
こ
ろ
に
よ
り
．
〃
年
を
瞳
え
な
い
範
閥
内
奪
ゞ
更
新
寸
る
こ
と
一
が
ぐ
き
勘

４
前
三
嘆
”
規
定
に
よ
る
任
期
に
つ
い
て
は
、
当
瀧
任
卿
戯
求
側
臆
ゞ
第
一
喰
祷
ｉ

／
、
僅
第
“
項
の
溌
潅
鰹
よ
り
採
燗
す
る
荷
又
僅
前
項
の
規
定
一
に
よ
り
低
廟
堂
更
新
１

る
者
鯲
年
齢
点
卜
掘
隼
到
達
年
度
の
恭
仰
以
前
で
な
げ
‐
れ
ぱ
な
ら
超
い

で
山
間
に
あ
る
煮
で
あ
っ
て
‐
そ
の
荷
を
採
關
Ｌ
ｋ
う
と
一
寸
る
鰯
時
間
勤
務
の
寓
職

《
術
定
職
を
除
く
“
以
ド
ニ
必
唄
及
び
次
項
に
お
い
て
脚
じ
一
に
係
る
胴
間
繍
縢

仏
定
年
棚
当
年
齢
感
時
間
勤
務
”
簡
職
を
占
鈍
る
隊
員
が
‐
瀞
蹄
勤
務
を
蕊
す
る

曹
職
で
そ
の
職
務
が
濁
該
短
時
間
勤
務
伽
街
職
と
同
種
”
官
職
を
占
坊
ｒ
い
る
も
の

と
し
た
場
合
に
お
〃
る
川
胸
衞
隊
法
第
岨
’
四
条
噂
￥
篭
墓
噴
に
蝿
庵
す
る
定
隼
樗

施
行
Ⅱ
以
後
庭
職
債
さ
れ
た
欝
職
そ
め
他
鋤
政
令
で
堰
釣
る
同
職
催
あ
っ
て
緋
↓
戯

令
で
定
め
る
年
齢
）
を
い
う
‐
》
膳
達
し
て
い
る
瀞
を
．
政
令
で
定
め
る
と
量
る
に

よ
り
．
従
前
の
勤
務
実
績
そ
一
の
他
の
政
令
で
喧
絢
る
情
報
に
農
づ
／
塵
考
庭
よ
り
Ⅲ

年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
任
期
を
一
潅
功
‘
鰯
時
間
勤
務
の
官
職
に
採
用
す
る
こ
し
一
一

が
で
き
る
冬
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第
十
一
条
施
行
Ⅱ
前
に
旧
陶
衛
隊
法
第
幽
卜
幽
粂
”
四
第
一
填
又
腫
鰐
四
十
四
条
の

丸
第
↓
項
の
規
定
に
よ
り
採
陥
さ
れ
た
隊
員
風
下
二
鋤
填
及
び
次
項
に
調
い
應
一

Ⅲ
卿
衞
隊
法
阿
柾
用
隊
員
と
い
う
§
》
”
う
ち
↓
こ
一
の
法
律
の
施
行
の
隙
塊
に
常

時
勤
務
を
葵
す
る
官
職
を
閏
駒
る
隊
員
は
、
施
行
側
に
‐
附
則
第
九
条
濡
↓
項
の
廟

定
に
ょ
り
採
珊
さ
れ
た
患
の
と
一
み
鞭
寸
言
あ
場
合
仁
お
い
て
．
当
該
採
朋
喜
一
猟
渉

も
”
と
み
旗
さ
れ
る
隊
員
の
任
期
は
“
伺
項
”
規
定
ｒ
か
か
か
ら
ず
。
施
行
、
催
お

け
る
旧
箇
衛
隊
継
両
倣
卿
隊
員
と
し
て
山
維
期
の
残
任
期
間
と
同
《
”
期
間
と
ず
ろ

２
川
筒
衞
隊
法
阿
任
鼎
隊
員
の
う
ち
ゞ
こ
の
法
律
の
施
行
紗
隙
現
峰
胴
伺
衞
隊
法
箪

山
卜
四
条
の
五
第
ゞ
項
に
規
定
す
魯
篭
時
間
勤
務
の
寓
職
を
一
占
め
る
隊
員
億
。
施
行

Ⅱ
に
、
前
粂
第
項
砂
蝋
堰
に
よ
り
採
蝋
さ
れ
た
も
の
と
み
な
十
こ
め
場
禽
に
詣
２
令
和
Ｉ
》
年
壹
″
毒
卜
側
業
辱
め
間
．
雌
命
樵
禰
は
§
勅
偶
衛
隊
法
第
四
１

条
の
一
・
第
三
噸
の
規
定
庭
か
か
か
ら
ず
．
削
粂
龍
皇
填
各
号
に
掲
げ
る
省
ぬ
う
此
・

年
齢
六
卜
亙
年
到
達
年
麿
”
末
閥
裳
で
の
間
に
あ
る
瀞
で
あ
ゞ
勾
汚
。
、
そ
の
篭
と
一
篠
附

し
ｋ
う
と
す
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
に
係
る
新
例
衛
隊
法
灌
年
緬
当
年
齢
に
達
し
ｒ
↑

い
る
樹
（
新
間
衛
隊
法
龍
脳
１
条
砂
、
蕊
項
”
蝋
定
に
ｋ
り
当
諺
短
時
間
勤
務

の
官
職
に
擬
剛
す
る
二
と
一
が
で
き
る
瀞
を
除
く
》
を
、
政
令
で
定
め
る
坐
一
一
こ
ろ
蛾

よ
り
‘
従
前
の
勤
務
実
績
ぞ
抑
他
の
政
令
で
寵
釣
る
情
報
塵
基
づ
く
選
考
に
坐
り
、

年
を
超
え
な
い
樋
脇
内
で
促
期
を
庵
坊
‐
鐘
蹄
簡
勤
務
”
官
職
に
採
用
す
ゑ
皇
膳

が
で
き
る

３
前
二
噸
”
規
定
に
よ
り
採
州
さ
れ
た
隊
員
”
係
期
に
勺
い
〃
篝
は
、
前
粂
第
三
噸
股

び
第
四
項
の
規
定
を
準
剛
す
る
，
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５
筋
￥
＠
条
の
規
定
が
溌
一
剛
さ
れ
る
間
に
お
刷
る
新
間
織
隊
嫉
篭
胆
１
粂
の
一
一
第
三

４
慨
命
椎
者
憾
、
附
則
第
九
粂
第
ゞ
噸
叉
は
前
粂
第
ゞ
噸
”
規
潅
賑
よ
り
採
用
し
た

創
低
命
確
滑
は
。
暫
定
脚
任
川
隊
員
を
捕
獲
職
に
昇
任
１
，
Ｋ
ば
権
ぼ
ず
溺
雲
》
と
が

唄
鋤
規
定
”
適
川
に
つ
い
て
ば
、
同
填
叩
一
定
一
年
前
阿
任
朋
短
時
間
勤
務
隊
員
了
し
ゞ

あ
る
の
は
、
『
灌
年
前
再
征
州
蝿
時
間
勤
務
隊
員
、
瞳
蒙
公
務
負
撚
等
”
↑
部
を
政

雌
す
る
法
律
一
合
櫛
・
”
年
篠
律
第
号
以
下
二
伽
埴
腫
塀
い
て
一
補
和
瓦
年

側
家
公
務
貰
法
弊
政
碓
法
↑
と
い
う
》
附
則
第
九
条
第
一
喰
匙
は
第
卜
粂
窮
一
埴

鋤
規
定
廷
よ
り
採
開
し
た
隊
員
鋤
う
ち
当
該
隊
員
を
昇
任
し
・
降
任
し
；
又
樟
転
任

し
よ
う
と
す
る
篭
時
間
勤
務
鋤
官
職
腱
係
る
旧
脚
衛
隊
礁
灌
犀
紺
鶏
隼
齢
愚
時
開

山
富
職
を
占
釣
る
隊
員
が
、
常
時
勤
務
を
一
饗
す
る
富
職
で
そ
め
職
務
が
当
該
函
時
間

勤
務
”
官
職
と
同
種
”
官
職
を
占
め
て
い
る
も
め
と
Ｌ
た
場
合
廷
詣
け
る
令
籾
二
年

隊
員
の
う
ち
当
該
隊
員
を
昇
任
Ｉ
、
降
任
し
：
ｘ
感
転
任
し
上
う
と
す
る
官
職
健
係

る
岬
脚
衛
隊
法
第
卿
卜
四
条
の
》
ゞ
簿
屋
項
に
蝋
篭
す
る
定
年
（
施
行
伺
媒
縫
腫
殻
鱈

さ
れ
た
官
職
そ
鋤
他
の
政
令
で
定
め
る
官
職
腫
劾
｛
勺
で
億
、
妓
令
で
虐
坊
る
隼
齢
》

に
達
し
た
隊
員
以
外
の
隊
員
及
び
附
則
第
九
粂
第
予
噴
又
億
前
粂
第
冥
項
の
規
定
に

よ
り
綴
刑
し
た
隊
員
柳
う
ち
当
該
隊
員
を
昇
任
し
｜
、
降
任
し
、
又
は
転
任
！
上
う
鯵
』

ず
る
官
職
に
係
る
新
自
衛
隊
法
第
四
’
四
条
切
六
第
弄
｜
増
に
規
定
す
る
定
年
臆
篭
一
ｉ

た
隊
員
以
外
の
隊
員
を
．
捕
灌
蝋
以
外
の
嫌
時
勤
務
を
饗
す
る
宵
縦
に
一
界
任
Ｌ
、
峰

紙
し
．
ｘ
は
転
任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

恥
に
．
当
該
採
刑
さ
一
れ
た
も
”
と
み
な
さ
れ
藩
隊
員
の
任
期
職
、
同
噸
の
蝋
曜
に
か

か
わ
ら
ず
、
蝿
行
脚
に
お
け
る
川
胤
衛
隊
捗
禰
任
踊
隊
農
と
し
て
の
任
期
の
嬢
伍
期

間
と
同
山
期
間
と
す
る
：

ぐ
き
な
い
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御
家
公
務
員
法
零
改
砿
法
第
恒
粂
鋤
規
定
に
よ
る
改
雌
前
砂
第
側
’
四
条
〃
三
・
第
《

填
に
規
定
す
る
態
年
（
施
行
側
以
俊
仁
設
置
き
れ
た
爾
臘
そ
一
の
他
の
政
令
で
寵
め
ろ

官
職
に
あ
っ
て
は
、
政
令
管
定
釣
る
年
齢
）
を
一
い
う
：
）
隆
達
し
て
い
る
隊
員
及
び

行
和
〃
》
年
国
家
公
務
員
鯵
等
改
旺
鱗
附
則
第
九
粂
第
司
唄
又
歓
第
卜
粂
第
二
頓
の
蛎

定
に
よ
り
採
州
Ｌ
た
隊
員
”
う
ち
当
該
隊
員
を
昇
任
Ｉ
、
降
任
し
ゞ
黒
僅
転
任
ｉ
よ

う
と
す
る
短
時
間
勤
務
鋤
官
職
に
係
る
新
脚
衛
隊
鱗
潅
維
捕
当
年
齢
患
時
間
勤
務

”
鱒
職
を
占
め
る
隊
員
が
‐
滞
時
勤
務
を
饗
す
る
寓
聡
で
そ
の
職
務
が
当
該
短
時
間

勤
務
の
漕
職
と
同
種
の
寓
騒
を
占
め
て
い
る
も
め
と
一
Ｌ
た
場
合
に
諺
け
る
糒
卿
Ｉ
凹

粂
の
大
第
二
項
に
蝋
罐
す
る
罐
隼
を
い
う
、
》
に
達
一
し
て
い
る
隊
員
一
と
一
す
る
、

６
任
命
朧
者
感
、
基
準
同
か
ら
基
礁
日
の
翌
年
α
一
二
一
！
》
１
一
間
堂
で
の
間
，
基
確

側
涯
お
け
る
新
自
衛
隊
法
定
隼
《
新
脚
衞
隊
鱗
第
伽
十
四
条
”
パ
瀞
二
項
に
規
定
す

る
潅
姉
愚
時
間
勤
務
の
官
聡
に
あ
っ
て
織
・
当
譲
短
時
間
勤
務
”
官
臘
滞
占
純
ろ

隊
員
が
、
爾
時
勤
務
を
蕊
す
る
宵
職
で
そ
一
山
職
務
が
当
該
短
時
間
勤
務
価
官
縦
と
同

繊
的
恂
職
を
一
占
め
て
い
る
も
砂
と
し
た
場
合
に
お
け
る
同
填
に
蝿
腹
す
る
態
年
）
を

い
う
↑
以
ド
雲
易
埴
に
お
い
て
同
じ
》
が
騒
礁
側
の
前
側
に
お
け
る
新
月
儲
膨
捗

潅
雌
を
超
え
る
腐
職
及
び
こ
れ
に
州
噺
す
る
蕊
雄
同
以
後
に
設
置
さ
》
加
夫
官
臘
易
内

他
の
政
令
で
定
め
る
宵
職
（
以
下
雲
｝
一
心
項
に
お
い
て
￥
新
間
傭
傭
麟
箙
年
引
に
げ
官

臘
』
と
い
う
〃
》
農
附
則
第
几
粂
第
ゞ
藺
鈴
号
に
掲
げ
る
青
？
Ｊ
ら
基
準
同
釦
前

側
に
お
い
く
同
、
催
お
け
る
当
該
新
脚
衞
隊
篠
魑
隼
引
止
げ
寓
臘
膜
係
る
蒲
自
衛
隊

法
定
年
纒
達
し
て
い
る
清
一
濁
該
政
令
で
庵
め
る
官
職
曜
紡
一
一
シ
て
蝉
．
政
令
鳶
定
胸

る
誉
》
を
。
伺
粂
第
墨
項
又
は
前
粂
第
》
↓
噴
鋤
麗
潅
に
よ
り
擬
廟
し
よ
う
Ｌ
一
一
す
る
嵯

合
纏
懲
、
そ
の
煮
ば
そ
の
着
を
採
用
し
ょ
う
と
一
す
る
新
圓
衛
臓
薩
灌
隼
引
上
鎌
官
職

腱
係
る
新
間
衛
隊
嫉
灌
確
峰
達
し
て
い
る
も
心
と
一
象
な
一
し
て
．
こ
れ
ら
の
蝿
定
を
涌
一
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州
し
、
新
自
衛
隊
法
灌
隼
引
ｔ
げ
腐
職
に
‐
附
則
濡
几
粂
第
二
項
又
織
前
粂
繍
二
項

山
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
隊
員
の
う
ち
基
準
脚
心
前
脚
迄
お
砂
冨
同
間
に
お
け
患

当
該
新
向
衛
隊
法
灌
隼
引
上
げ
官
職
に
係
る
新
脚
衞
勝
薩
灌
隼
に
達
し
て
い
輪
隊
員

一
当
該
政
令
で
進
ぬ
る
官
職
に
あ
っ
て
ば
‐
戯
令
で
堰
め
る
隊
員
》
を
、
界
係
し
‐

降
任
し
、
又
は
総
任
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
戯
ゞ
濁
諺
隊
員
織
淵
該
隊
員
漆
昇
任
ｉ

・
降
任
し
、
又
は
転
任
し
よ
う
と
す
る
新
自
衛
隊
法
潅
年
引
上
げ
鴬
職
心
係
る
新
自

衛
隊
法
定
年
に
達
し
て
い
る
も
の
と
み
な
し
て
、
第
側
項
の
鰻
だ
及
び
前
項
の
鰻
龍

催
よ
り
読
み
棒
え
て
通
剛
す
る
新
脚
備
隊
法
第
胸
卜
粂
”
妻
輔
三
項
”
蝋
箙
を
一
通
一

川
す
る

７
暫
定
廊
任
燗
隊
員
轍
、
定
年
前
門
任
州
鰯
時
間
勤
務
隊
員
し
窪
一
み
な
し
て
言
§
新
ｆ
徹

隊
法
第
四
１
ｋ
条
第
鷺
項
後
段
の
麗
定
を
適
一
閑
す
る
こ
ぬ
場
合
に
調
い
で
§
一
同
項

後
段
中
一
犀
齢
汽
卜
年
以
上
退
職
者
↑
と
あ
る
駒
は
￥
風
家
公
溌
員
淡
等
の
部
冷

改
碓
す
る
法
律
《
令
和
・
》
年
法
律
鋪
号
以
ｒ
』
」
一
心
項
に
お
い
て
△
”
籾
：

年
倒
家
公
務
員
法
騨
改
庇
法
と
一
い
う
：
》
附
則
鋪
凡
粂
第
↓
噴
第
｜
号
か
ら
第
三

号
素
で
及
び
第
五
号
か
凡
第
仁
号
ま
で
若
し
く
感
第
二
項
第
哩
ワ
，
濡
二
号
若
し
く

僅
第
四
号
及
び
第
六
号
か
ら
第
八
号
童
で
仁
掲
げ
る
肯
と
な
￥
つ
た
日
若
し
く
侭
同
埴

第
三
号
に
掲
げ
る
瀞
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
篭
年
齢
大
１
罐
以
上
退
膿
背
－
し
管
、

二
又
繍
と
あ
る
の
ぼ
》
典
は
備
祁
二
年
倒
家
公
務
員
嫉
誇
改
阪
嫉
第
八
条
一
山

蝿
灌
に
よ
る
改
薩
前
”
第
四
十
四
条
仰
四
第
唄
潜
Ｌ
／
、
臓
舗
四
’
四
条
禰
亙
第

蝋
の
規
定
に
よ
り
か
っ
て
採
用
さ
れ
て
隊
員
ル
》
｜
し
て
准
騒
Ｌ
’
て
い
た
期
間
、
急
卯

年
鬮
蒙
公
務
員
法
簿
改
脹
法
附
則
第
几
粂
第
↑
項
溝
し
く
捻
篤
二
項
着
Ｌ
／
、
、
瞳
第
卜

粂
第
填
蒋
Ｌ
／
、
域
鋪
写
項
の
蝋
潅
進
よ
り
か
っ
て
採
燗
さ
撫
声
．
暑
借
柳
二
年
飼
蒙
公

務
員
法
駕
改
正
鱗
附
則
第
八
糸
第
四
噸
延
臘
庵
す
あ
脅
潅
博
任
州
隊
員
Ｌ
』
一
し
で
在
職
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第
十
二
条
暫
定
脚
征
服
隊
員
爵
時
間
勤
務
”
筒
職
を
占
泌
る
脅
潅
薇
任
踊
隊
員
二

以
下
ゞ
暫
定
再
任
用
簿
時
間
勤
務
膨
農
』
と
い
う
，
宇
塗
除
く
・
以
下
』
｜
の
埴
典
び

次
噴
に
お
い
て
同
じ
ゞ
》
”
俸
輪
月
額
は
、
当
骸
暫
潅
脚
任
用
隊
員
が
箙
年
前
門
従

州
短
時
間
勤
務
隊
員
で
あ
る
も
伽
と
し
た
場
合
に
漁
一
附
き
測
る
防
衛
省
戯
聡
員
”
総

与
縛
に
関
す
る
法
縦
第
四
粂
龍
》
噸
に
蝋
罐
す
る
俸
縮
喪
鉤
龍
年
前
爾
任
用
短
時
間

勤
務
職
員
の
欄
に
掲
げ
る
藤
準
俸
給
月
額
心
ソ
ち
、
同
法
第
四
条
の
↓
｜
篇
三
項
⑳
規

定
に
よ
り
当
該
曹
應
脚
任
卿
隊
員
が
属
す
る
職
務
”
級
に
応
じ
た
額
と
一
す
簿

２
新
育
児
休
業
法
第
二
卜
七
条
露
填
に
お
い
て
準
用
す
る
薪
育
児
休
蕊
法
第
十
一
ゞ

条
繍
一
噸
に
規
定
す
る
育
児
短
塒
職
勤
務
を
し
て
い
る
暫
定
再
任
胴
隊
員
塵
期
す
そ

前
項
の
規
定
の
適
用
廷
つ
い
て
ば
‘
陶
填
中
一
一
と
す
量
と
一
錫
る
の
ほ
‘
｜
に
‐
星

の
者
の
》
週
一
間
当
た
り
の
通
常
の
勤
務
時
間
を
一
龍
一
隼
前
再
任
用
鍾
時
間
勤
務
隊
員
災

び
新
育
児
休
業
法
第
二
卜
し
粂
蕊
ゞ
噴
腫
識
い
て
礁
鯛
す
苓
新
育
児
体
襄
薩
第
ｔ
’
一

条
第
〃
噴
に
規
定
す
る
育
児
麹
時
間
勤
務
職
員
灘
外
の
隊
屋
涜
燭
間
当
た
り
の
通

恩
邨
成
Ｉ
年
卜
″
：
側
前
に
新
自
衛
隊
総
第
四
卜
火
粂
総
菖
填
前
段
に
規
定
す
る

遮
職
又
は
先
の
退
職
が
あ
る
暫
定
徳
任
朋
隊
員
鱈
｛
つ
い
て
前
項
の
規
定
峰
よ
り
定

年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
隊
員
と
み
な
し
て
阿
条
第
》
二
狼
篭
段
の
規
定
凌
癒
用
す
る

場
合
迄
は
、
同
項
後
段
に
蝿
崖
す
る
引
き
続
く
隊
員
レ
ー
ー
し
戸
雲
鋤
在
職
潮
間
庭
は
；
伺

側
前
の
当
該
退
職
又
臓
先
の
退
職
の
前
の
隊
員
と
し
て
の
在
職
蹴
間
を
鳶
ま
た
い
も

”
と
す
る
”

９
退
職
時
涯
特
潅
地
方
警
務
篇
で
あ
づ
た
稀
廷
は
‐
前
島
灸
の
趨
箙
は
、
通
崎
し
な

い
、 し

て
い
た
期
間
蒲
し
く
は
一
と
す
る
》
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５
勅
寒
冷
地
手
当
法
の
麗
潅
波
ぴ
に
防
衛
街
鋤
職
員
鋤
給
与
等
に
関
す
る
膝
律
第
力

粂
第
弓
填
．
簾
十
二
条
及
び
館
卜
胸
粂
《
初
任
給
調
謹
手
埼
，
同
粂
篤
二
項
艇
お
い

て
縦
川
す
る
般
職
の
職
員
《
の
給
与
に
関
す
る
法
傑
第
１
ゞ
条
伽
血
か
ら
第
卜
粂

の
他
ま
で
の
槻
定
に
よ
る
地
域
手
当
、
隆
属
手
当
腿
ひ
梢
地
勤
務
手
当
言
」
｜
れ
に
準

ず
る
手
当
を
含
む
一
：
》
催
係
る
部
分
に
限
蚤
亨
靴
び
に
新
防
備
省
臘
一
償
綿
与
族
第

血
条
第
槙
の
麗
庵
感
，
暫
定
藤
任
燗
隊
員
仁
俄
適
用
し
な
い
。

６
附
則
第
九
粂
第
ゞ
喰
特
し
／
、
ば
第
司
項
又
ば
第
卜
粂
第
一
項
潜
Ｌ
ぞ
、
偲
第
二
一
埴
の

獄
心
勤
務
時
間
と
一
し
て
防
衛
筒
令
で
庵
挑
る
も
ぬ
ぐ
腺
し
ざ
得
た
数
溌
蕊
ｆ
で
得
た

額
と
す
る
一
一
と
す
る
＃

３
暫
定
廊
紙
蝋
短
時
間
勤
務
隊
員
の
俸
給
月
額
億
‐
淵
該
糟
潅
爾
任
燗
頃
時
間
勤
務

隊
園
が
旋
年
前
博
任
川
蝿
時
間
勤
務
隊
員
で
あ
る
も
め
と
一
Ｌ
た
場
合
應
臓
臨
患
一
師

為
防
衛
省
の
職
員
の
総
厚
等
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
喰
に
蝋
庵
す
る
俸
論
湊

山
定
年
前
再
伍
開
篭
時
間
勤
務
職
員
山
欄
峰
掲
げ
る
基
準
俸
雑
月
識
の
う
ち
、
詞

捗
第
四
条
の
込
第
薑
噸
”
縄
曜
に
上
り
当
該
暫
定
一
博
任
用
趣
崎
間
勤
務
隊
員
が
属

す
る
職
務
の
級
に
応
僅
た
額
咋
債
そ
の
肴
の
一
週
間
当
た
り
必
通
常
の
勤
務
時
間

を
潅
年
前
騨
紙
朋
短
時
間
勤
務
隊
員
及
び
新
育
児
休
業
磯
第
“
一
卜
仁
粂
第
一
項
に

お
い
て
準
剛
す
る
新
育
児
休
業
法
第
卜
雪
粂
第
一
項
仁
臘
潅
す
あ
育
児
短
時
間
勤

務
職
員
以
外
の
隊
員
”
一
遮
一
間
当
た
り
の
通
一
術
の
勤
務
時
間
と
し
て
防
衛
省
令
曹

准
め
る
も
の
で
陳
し
て
得
た
鞍
を
蕊
じ
で
得
た
鱸
と
す
る

４
櫛
旋
鱒
任
州
蟻
時
間
勤
携
隊
員
は
、
崖
鱸
前
再
任
朋
厩
時
間
勤
務
隊
員
と
み
な
！

に
、
肋
衛
街
仰
職
員
の
給
与
鱗
に
関
す
る
鱗
律
第
’
四
条
第
了
哨
臆
辮
鯲
遥
準
用
＃

る
新
一
般
職
給
与
嫉
舗
卜
、
粂
講
》
項
及
び
舘
卜
人
粂
舗
一
↓
項
鋤
蝿
庵
を
掴
一
服
ず
巻
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（
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
三
条
新
防
衛
葡
蝋
員
総
与
嫉
第
二
十
七
条
の
二
及
び
附
則
第
十
二
項
か
ら
第
十

五
項
ま
で
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
退
職
し
た
同
条
に
規
定
す
る
若
年
定
年
退
職

者
で
あ
っ
て
、
退
職
の
日
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
そ
の
者
に
係
る
定
年
に
達
す

る
日
が
施
行
日
以
後
で
あ
る
も
の
に
係
る
若
年
定
年
退
職
者
給
付
金
に
つ
い
て
適
用

し
、
退
職
の
日
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
そ
の
者
に
係
る
定
年
に
達
す
る
日
が
施

行
日
前
で
あ
る
同
条
に
規
定
す
る
若
年
定
年
退
職
者
及
び
施
行
日
前
に
退
職
し
た
第

九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
七

条
の
二
に
規
定
す
る
若
年
定
年
退
職
者
に
係
る
若
年
定
年
退
職
者
給
付
金
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
隊
員
〃
う
ち
，
淋
卿
勤
務
を
礎
寸
る
腐
職
を
一
占
沈
る
隊
員

に
対
す
る
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
誌
二
条
第
一
項
”
規
定
の
適
剛
腱
っ
腓
ぐ
は
“

同
項
中
一
又
域
樹
衛
隊
法
』
と
あ
る
”
感
一
、
脚
衛
隊
鱗
》
し
一
一
＄
》
第
四
’
五
条
御

霊
一
項
』
と
あ
る
の
僅
一
第
卿
卜
癒
条
吻
澪
第
一
埴
Ｚ
僅
鰯
家
公
務
員
綾
等
の

部
を
政
砿
す
る
法
律
一
合
和
》
隼
法
律
第
儲
）
附
則
第
九
条
第
壼
唄
蒋
ｌ
ぐ

域
第
２
喚
蒋
Ｌ
／
、
は
第
十
条
篇
填
蒋
し
く
億
節
冤
噸
拷
陛
一
す
る

７
暫
定
博
任
用
短
時
間
勤
務
隊
員
ば
”
だ
年
前
再
任
燗
短
崎
間
勤
務
陽
員
と
み
塚
Ｌ

て
、
新
育
児
休
業
法
第
￥
ゞ
卜
し
粂
第
了
喰
に
お
い
て
唯
胴
す
る
新
育
児
体
籠
援
第
二

１
ｋ
条
鋪
項
並
び
に
脚
衛
隊
法
第
五
卜
四
条
欝
二
噴
脚
蝿
定
に
蕊
づ
く
防
備
省
令

噂
潅
駒
る
勤
務
時
間
及
び
休
暇
の
卿
崖
を
適
一
閉
す
る
㈱

牌
附
則
第
九
条
か
ら
前
粂
簔
で
及
び
前
谷
項
腫
潅
約
る
偽
の
砂
嶺
恥
湾
態
両
係
用

隊
員
の
任
用
そ
”
他
暫
定
再
任
用
隊
員
に
関
し
必
饗
な
事
項
は
§
政
令
冒
定
勘
る
ゞ
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（
検
討
）

第
１
六
条
政
府
は
、
国
家
公
務
員
の
年
齢
別
構
成
及
び
人
事
管
理
の
状
況
、
民
間
に

お
け
る
高
年
齢
者
の
雇
用
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
並
び
に
人
事
院
に
お
け
る
検
討
の

状
況
に
鑑
み
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
新
国
家
公
務
員
法
（
附
則
第
十
八

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
若
し
く
は
新
自
衛
隊
法
に
規
定
す
る
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
に
よ
る

降
任
等
若
し
く
は
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
若
し
く
は
定
年
前
再
任
用
短
時

間
勤
務
隊
員
に
関
連
す
る
制
度
又
は
新
検
察
庁
法
に
規
定
す
る
年
齢
が
六
十
一
一
一
年
に

達
し
た
検
察
官
の
任
用
に
関
連
す
る
制
度
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基

（
そ
の
他
の
経
過
措
置
の
政
令
等
へ
の
委
任
）

第
１
迩
条
附
則
第
三
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行

に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
（
人
事
院
の
所
掌
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
人

事
院
規
則
）
で
定
め
る
。

（
会
計
恢
盗
院
法
の
一
部
改
砿
腫
伴
う
絲
蝿
孵
置
》

第
卜
脚
条
一
一
の
法
律
の
施
行
後
最
初
に
任
命
さ
れ
る
総
湾
徹
｛
任
蛾
叩
吟
昨
欠
げ
た
鹸

衛
官
の
後
任
と
し
道
任
命
さ
れ
る
検
査
筒
を
除
／
、
、
》
仏
任
期
は
§
第
１
余
の
蝋
籏

に
よ
る
改
正
後
の
会
計
総
査
院
法
｛
次
喰
に
お
い
て
『
｜
新
嫉
］
と
い
う
、
）
第
五
条

第
填
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
重
雄
Ｌ
｜
一
す
る

２
》
一
の
法
律
の
施
行
の
際
境
に
在
職
す
る
縦
査
官
の
任
期
及
が
定
年
感
↓
新
撰
第
濁

粂
第
。
填
及
び
第
言
埴
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
釣
例
浜
よ
る
：
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｜
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

２
政
府
は
、
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
、
国
家
公
務
員
の
給
与
水
準
が
旧
国
家
公
務
員

法
第
八
十
一
条
の
二
第
二
項
（
附
則
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
裁
判
所
職

員
臨
時
措
置
法
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
検
察
庁
法
第
二
十
二
条
又
は
旧
自
衛
隊
法
第
四
十
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定

す
る
定
年
の
前
後
で
連
続
的
な
も
の
と
な
る
よ
う
、
国
家
公
務
員
の
給
与
制
度
に
つ

い
て
、
人
事
院
に
お
け
る
検
討
の
状
況
を
踏
ま
え
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と

す
る
。

（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
九
条
第
二
項
中
「
第
八
十
一
条
の
二
第
二
項
各
号
」
を
「
第
八
十
一
条
の

〆
、

二
第
一
項
中
「
人
事
院
規
則
で
定
め
る
寓
職
を
」
と
あ
る
の
は
「
行
政
執
行
法
人
の

〆
壺冬

長
が
定
め
る
官
綴
を
」
と
、
同
条
第
二
項
各
号
、
同
法
第
八
十
一
条
の
五
第
一
項
各

号
及
び
第
喜
》
項
、
第
八
十
一
条
の
六
第
二
項
並
び
に
第
八
十
一
条
の
七
第
一
項
各
号

並
び
に
同
法
附
則
第
八
条
第
三
項
及
び
第
五
項
の
表
」
に
、
「
第
八
十
一
条
の
三
第

二
項
」
を
「
第
八
十
一
条
の
五
第
盾
〈
及
び
第
四
項
並
び
に
第
八
十
一
条
の
七
第
二

項
」
に
改
め
、
「
と
き
は
」
と
」
の
下
に
「
、
同
条
第
一
項
中
「
延
長
↓
た
場
合
毒
、

あ
っ
て
、
引
き
続
き
勤
務
誉
遣
る
二
と
に
一
つ
い
て
人
事
院
の
承
認
を
得
た
」
と
あ
る

冬

の
は
「
延
長
し
た
」
と
」
を
加
え
、
「
と
す
る
」
を
「
と
、
同
法
附
則
第
八
条
第
二

べ

項
及
び
第
四
項
中
「
と
し
て
人
事
院
規
則
で
」
と
あ
る
の
は
「
と
し
て
行
政
執
行
法

／
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（
修
正
な
し
）

（
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
九
条
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。第

十
六
条
の
表
第
八
条
第
十
二
項
の
項
を
削
り
、
同
表
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号

の
項
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に

改
め
、
同
表
第
十
六
条
第
三
項
の
項
を
削
る
。

第
十
七
条
の
表
第
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
六
条
第
二
項
た
だ
し
書
、
第
七
条

第
一
一
項
、
第
十
一
条
及
び
第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
の
項
中
「
、
第
六
条
第
二
項
た

だ
し
書
」
を
「
及
び
第
二
項
た
だ
し
書
」
に
、
「
及
び
」
を
「
並
び
に
」
に
、
「
再

（
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
の
一
部
改
正
）
擁
Ｆ
蕎
資
中

第
十
八
条
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
第
一
号
中
「
執
行
官
に
つ
い
て
」
の
下
に
「
第
六
十
条
の
二
、
」
を
加
え
、

「
第
八
十
一
条
の
六
ま
で
」
を
「
第
八
十
一
条
の
八
ま
で
並
び
に
附
則
第
八
条
及
び

第
九
条
」
に
改
め
、
本
則
第
十
号
中
「
第
二
条
第
二
項
第
一
一
号
」
を
「
第
二
条
第
二

項
第
三
号
」
に
改
め
る
。

人
の
長
が
」
と
、
同
項
中
「
人
事
院
規
則
で
定
め
る
年
齢
」
と
、
」
と
あ
る
の
は
「

行
政
執
行
法
人
の
長
が
定
め
る
年
齢
」
と
、
」
と
．
卿
法
附
則
第
九
粂
中
一
網
当
す

る
職
員
と
し
て
人
事
院
規
則
で
と
あ
る
一
”
何
》
棚
淵
す
る
職
員
と
し
て
行
政
執
行

法
人
の
長
が
と
，
》
｜
の
う
ち
人
事
院
規
則
萱
と
一
勘
る
ぬ
卿
《
の
う
ち
行
懲
執
行

縫
人
の
腱
が
」
一
と
、
そ
山
他
人
蕊
院
規
則
管
と
一
あ
る
の
何
↑
そ
の
他
行
政
織
行

法
人
”
長
が
』
し
す
る
」
に
改
め
る
。
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任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。

」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
、
同
表
第
十
六
条
第
三
項
の
項

項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
、
第
十
条
の
四
」
に
、

を
削
り

五
第
三
項
」
を
「
第
六
十
条
の
二
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
並
び
に
第
二
十
三
条
の
項
中
「
第
六
条
第
一
項
及
び
第
二

用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
、
同
表
第
二
十
二
条
第
一
項
の
項
中
「
再
任
用
短
時

間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。

項
」
を
「
第
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
項
た
だ
し
書
」
に

間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。

規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。

四
第
一
項
又
は
第
八
十
一
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
で
同
項

項
」
を
「
第
六
十
条
の
二
第
三
項
」
に
、

条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員

年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
、

に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
を
占
め
る
も
の
」
を
「
第
六
十
条
の
二
第
二
項
に

十
一
条
の
二
第
三
項
」
に
改
め

一
項
又
は
第
八
十
一
条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
六
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
定

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
の
定
め
る
」
を
「
で
定
め
る
」
に
、

第
二
十
四
条
の
表
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
の
項
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

第
二
十
五
条
の
表
第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
条
第
二
項
、
第
十
一
条

第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
の
定
め
る
」
を
「
で
定
め
る
」
に
、

第
二
十
七
条
第
一
項
の
表
第
二
十
三
条
第
一
項
の
項
中
「
第
八
十
一
条
の
五
第
三

同
表
第
十
九
条
の
八
第
三
項
の
項
中
「
第
十
条
の
四
」
を
「
第
八
条
第
四

同
表
前
条
第
一
項
の
項
中
「
第
八
十
一
条
の
四
第

「
第
四
十
四
条
の
四
第
一
項
又
は
第
四
十
四

「
第
四
十
四
条
の
五
第
三
項
」
を
「
第
四

「
再
任
用
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任

「
第
八
十
一
条
の

「
第
八
十
一
条
の

「
再
任
用
短
時
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り
読
み
替
え
ら
れ
た
勤
務
時
間
法
第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
定
め

ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
項
本
文
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た

数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
」
と
す
る
。

２
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
が
給
与
法
附
則
第
八
項
の

規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
お
け
る
同
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条

中
「
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
、
「
前
条
ま
で
及
び
附
則
第
二
粂
第
項
」
と
す

プ
（
》
Ｏ

（
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第
五
粂
第
一
一
填
鋤
腹
だ
が
麓
一
用
き
一
通
る
育

児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
閏
す
る
読
替
え
）

第
言
条
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
検
察
官
の
俸
給
等
腫
關
ず
ぁ
磯
律
一
昭
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
四
十
四
条
の
五
第
一
項
に
蝋
庵
す
る
題
時
間
勤
務

”
官
臘
を
占
ぬ
る
」
を
「
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
”
臘
潅
に
よ
り
採
朋
さ
一
猟
た
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
四
十
四
条
の
五
第
一
項
催
規
定
す
る
鐘
鮒
碕
勤
務
の

官
職
を
占
め
る
」
を
「
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
庭
よ
り
採
閑
さ
一
抑
た
」
に

、
「
尚
衛
隊
法
第
四
十
四
条
の
四
第
一
項
、
第
四
十
四
条
の
五
第
一
項
又
は
」
を
「

だ
年
前
再
任
州
窺
時
間
勤
務
幟
農
及
び
向
衛
隊
法
》
陛
改
坊
々

附
則
を
附
則
第
一
兼
と
し
、
同
粂
に
見
出
し
と
し
て
「
（
施
行
期
日
）
」
を
付
し

、
附
則
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
給
与
法
附
則
第
八
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
関
す
る

読
替
え
）

第
》
》
粂
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
給
与
法
附
則
第
八
項
の
規
定
の
適
用
に

◇
必
。
『

つ
い
て
は
、
同
項
中
「
）
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
、
「
）
に
、
国
家
公
務
員
の
育

児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
九
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ

－37－



和
子
卜
年
法
律
第
じ
ト
パ
号
》
附
則
篭
九
条
館
噸
鋤
蝋
窟
鋤
趨
崩
に
つ
い
ぞ

域
、
脚
埴
中
》
と
す
る
と
あ
あ
”
感
。
菫
膳
㈱
風
蒙
公
務
員
の
育
児
休
業

等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
↑
年
礁
律
第
藺
九
号
》
第
卜
僅
粂
の
規
旗
に
ｌ
〃
読
み

替
え
ら
れ
た
ゞ
般
職
の
職
員
の
勤
鋒
時
間
休
暇
等
に
関
す
る
鱗
律
《
平
成
六
年

法
律
第
三
ト
ー
二
号
》
第
五
条
篭
手
埴
た
だ
士
書
の
蝿
喧
に
よ
り
堰
坊
ら
れ
た
賂
の

稀
鈎
勤
務
時
間
を
一
伺
項
本
典
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
蕊
１
で

得
た
額
と
す
る
と
す
る
〆

２
第
一
《
’
二
条
の
規
潅
庭
よ
る
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
が
検
察
宵
の
俸
給
等
峰
関

す
る
法
律
附
則
第
五
粂
第
》
填
仰
蝋
寵
の
適
用
を
一
受
け
る
場
合
に
お
則
る
第
三
１

：
粂
の
規
定
の
適
一
刑
に
っ
い
て
は
、
何
条
叩
一
献
粂
凄
ご
と
あ
る
鋤
鐵
。
：
前

粂
ま
で
及
び
附
則
第
鷺
粂
第
”
噸
』
と
う
る

協
衛
街
”
職
員
の
締
り
等
低
関
す
る
法
律
附
則
難
ｈ
嘘
の
蝋
潅
が
臓
箙
さ
れ
る
育

児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
閥
す
る
読
祷
え
》

第
四
粂
第
”
卜
し
粂
第
ゞ
噸
健
お
い
て
準
剛
す
る
第
１
訓
緊
露
一
唄
仁
規
箙
す
ゐ

育
児
短
時
間
勤
務
職
負
に
姉
十
る
防
衛
省
〃
職
員
必
総
与
等
纒
関
す
る
淡
像
附
則

第
髄
喚
の
規
罐
の
通
用
に
つ
い
て
側
、
側
噴
中
雪
と
一
す
る
一
と
一
あ
る
の
は
、

》
に
。
そ
の
省
の
一
週
間
当
た
り
の
通
一
膳
の
勤
務
時
間
を
一
龍
隼
揃
再
任
用
短
時
間

勤
務
職
員
及
び
悶
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
憧
律
第
官
卜
し
粂
篭
埴

に
お
い
て
準
剛
す
る
同
法
第
十
《
二
条
第
｜
頓
に
親
庵
す
る
育
児
短
崎
間
勤
務
職
員

以
外
の
職
員
の
週
間
当
た
り
山
趨
一
瀞
の
勤
務
時
悶
ｉ
ご
一
し
て
防
艤
省
令
ぞ
庵
め
鶏

も
の
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
雛
と
す
る
一
と
一
す
あ

２
第
《
〃
卜
し
粂
舗
ゞ
項
に
お
妙
て
砿
用
す
る
第
↓
ゞ
ト
ニ
．
粂
的
麗
定
に
よ
る
勤
務
を

し
て
い
る
職
員
が
防
衛
有
鋤
臓
員
の
給
与
等
に
鰯
す
る
法
律
附
則
第
五
項
の
規
定
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（
鬮
家
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
ゞ
部
改
正
》

第
弓
十
条
国
家
公
務
員
法
の
ゞ
部
を
改
正
す
る
法
律
｛
昭
和

向
尋
１
二
号
》
の
一
部
を
次
の
よ
う
仁
改
正
す
る
“

（
｜
般
職
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
十
条
一
般
職
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
項
中
「
第
八
十
一
条
の
四
第
一
項
又
は
第
八
十
一
条
の
五
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
で
同
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
を
占
め
る

も
の
」
を
「
第
六
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

」
に
、
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に

改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
中

「
の
定
め
る
」
を
「
で
定
め
る
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
二
項
中
「
の
定
め
る
」
を
「
で
定
め
る
」
に
、
「
再
任
用
短
時
間
勤
務

職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
、
第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
一
一
十
三
条
中
「
再
任
用
短
時
間
勤

務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る
。

を
遜
剛
さ
れ
ぁ
場
合
腱
お
州
る
第
ゞ
卜
し
粂
第
蝋
の
臘
溌
臥
適
卿
に
つ
い
て
側

，
同
砿
の
炎
第
《
。
ト
ー
〆
条
”
喰
叩
》
↑
及
び
第
》
一
卜
し
条
蕊
弓
喰
少
雲
あ
る
の
は
‐

『
ゞ
第
ゞ
卜
し
粂
第
二
項
及
び
附
則
第
四
粂
第
ゴ
埴
↓
Ｌ
》
す
る

１
三
年
法
律
》
恥
一
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（
国
家
公
務
員
の
寒
冷
地
手
当
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
：
卜
四
条
国
家
公
務
員
の
寒
冷
地
手
当
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
一
条
中
「
限
り
、
同
法
第
八
十
一
条
の
四
第
一
項
又
は
第
八
十
一
条
の
五
第
一

（
国
家
公
務
員
宿
舎
法
等
の
一
部
改
正
）

第
・
卜
雫
謡
↓
条
次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
第
八
十
一
条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
六

十
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
る
。

｜
国
家
公
務
員
宿
舎
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
二
号
イ

ニ
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す

る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
第
六
十
一
条
第
三
項
、
第
五
項
た
だ
し

書
、
第
六
項
、
第
七
項
、
第
十
二
項
、
第
十
七
項
及
び
第
二
十
九
項

三
国
家
公
務
員
倫
理
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
一
工
‐
九
号
）
第
一
一
条
第
一
項

（
行
政
執
行
法
人
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
卜
／
条
行
政
執
行
法
人
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第

二
百
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
七
条
第
一
項
第
一
号
中
「
附
則
第
十
六
条
」
を
「
附
則
第
六
条
」
に
改
め

、
同
条
第
二
項
中
「
附
則
第
十
三
条
」
を
「
附
則
第
四
条
」
に
改
め
る
。

附
則
第
孔
粂
中
一
附
則
輔
１
点
粂
一
を
《
附
則
篭
（
粂
》
延
。
一
‐
蝋
旗
施
行
前
臆

な
し
た
を
蝋
灌
”
施
行
帥
ｒ
し
た
》
に
。
一
関
す
る
を
鯏
可
参
一
峠
罎
改
豹

る
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一
脚
衛
隊
員
倫
遜
嫉
め
部
改
正
》

第
三
’
六
条
胤
徽
隊
員
倫
理
法
（
平
成
十
年
磯
律
篭
筒
貢
１
号
》
の
雛
を
吹
獅

よ
う
腱
改
正
す
る

第
二
粂
第
↓
項
中
一
難
卿
卜
四
条
の
鹿
篭
》
蝋
」
を
一
一
第
腿
卜
粂
の
↑
蕊
一
蛸

に
改
泌
琵
副

｛
闘
象
公
務
員
等
退
職
泰
当
法
”
ゞ
部
を
政
艇
す
る
法
律
”
都
政
賑
》

第
二
’
五
条
慢
家
公
務
員
等
退
一
職
手
当
法
の
ゞ
部
を
改
正
す
る
法
律
一
昭
和
四
十
八

年
法
律
第
三
卜
号
》
ぬ
部
を
次
砂
よ
う
腱
改
正
す
る

附
則
第
五
項
中
一
一
第
五
条
ま
で
》
の
ド
に
叉
は
附
則
第
卜
’
頃
著
し
く
働
第
卜

』
頃
』
を
．
第
五
条
伽
菫
童
で
↑
釣
ド
仁
信
及
び
附
則
総
十
↓
ゞ
埴
か
ら
一
第
卜
六
項

ま
で
」
を
加
え
る

附
則
露
点
填
中
、
第
肛
粂
の
↑
山
ｆ
に
↑
及
び
附
則
第
１
ｈ
噸
を
一
加
え
る
、

附
則
鋪
し
唄
中
『
第
近
粂
」
の
ド
隆
一
又
感
附
則
舗
卜
ご
醗
唄
を
一
叩
久
鞠
。

項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
を
除
く
」
を
「
限
る
」
に
改
め
る
。

第
五
条
の
表
第
一
条
の
項
中
「
同
法
第
八
十
一
条
の
四
第
一
項
又
は
第
八
十
一
条

の
五
第
一
項
」
を
「
限
る
」
に
、
「
自
衛
隊
法
↑
を
眠
り
，
尚
術
隊
嫉
一
〆
政
功

・
第
四
十
四
条
の
四
第
一
項
、
第
四
十
四
条
の
五
第
一
項
又
は
ゞ
な
削
的
：
￥
第

四
十
五
条
の
二
第
一
項
」
の
ｒ
雁
－
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
を
除
く
」
逢

加
え
る
。

（
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）
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（
修
正
な
し
）

（
競
争
の
導
入
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
改
革
に
関
す
る
法
律
及
び
国
家
戦
略
特
別

Ｌ

区
域
法
の
一
部
改
正
）

第
弓
ｉ
条
次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
附
則
第
二
十
一
項
〃
ら
第
二
ト
ミ
質
ま
で

及
び
第
》
》
十
六
項
」
を
「
附
則
第
六
項
か
ら
第
八
填
蓑
で
及
び
第
ｆ
埴
」
に
改
め

る
。一

競
争
の
導
入
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
改
革
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法

（
検
察
官
の
俸
給
簿
仁
閲
す
る
淡
傑
②
》
部
を
一
政
服
す
る
鱗
律
の
一
鋤
敗
疋
｝

第
》
〉
’
九
条
険
察
悔
の
俸
給
等
涯
閏
す
る
法
律
の
ゞ
部
を
一
政
眼
す
る
法
律
《
咽
成
卜

し
年
法
律
蕊
箇
’
八
号
》
の
↓
部
を
吹
の
よ
う
に
政
眼
す
る

附
則
第
三
粂
第
↑
項
第
亙
勺
中
￥
第
九
粂
一
↑
を
三
附
則
第
三
粂
一
に
改
め
る
ゞ

（
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
ゞ
”
卜
八
条
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法

律
第
百
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
三
粂
第
填
叩
一
一
附
則
第
二
卜
項
か
ら
龍
，
ト
ー
項
韮
曹
及
び
第
言
卜

六
項
↑
を
附
則
第
六
項
か
ら
講
八
噴
童
で
及
び
簾
卜
填
一
に
政
坊
る
》

附
則
第
六
条
第
一
項
中
「
附
則
第
二
十
六
項
」
を
「
附
則
第
卜
｜
項
」
に
改
め
る

０
第
“
卜
し
条
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年

法
律
第
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
四
項
中
「
附
則
第
二
十
一
項
」
を
「
附
則
第
八
項
」
に
改
め
る
。
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（
修
正
な
し
）

（
国
家
公
務
員
の
留
学
費
用
の
償
還
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
↓
一
卜
条
国
家
公
務
員
の
留
学
費
用
の
償
還
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律

第
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
号
中
「
第
八
十
一
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
八
十
一
条
の
六
第
一
項

」
に
、
「
第
八
十
一
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
八
十
一
条
の
七
第
一
項
」
に
改
め
る

○

第
十
条
の
表
第
四
条
第
二
号
の
項
中

一
検
察
官
の
俸
給
等
催
関
す
る
法
律
簿
鰯
一
雛
を
一
政
砿
す
る
法
律
の
都
政
服
》

第
↓
↓
ゞ
Ｉ
粂
検
察
噛
の
俸
総
簿
に
関
す
あ
鱗
律
等
の
ゞ
部
を
故
寵
す
る
法
律
一
平
成

〃
１
四
年
法
撫
第
蔽
号
》
の
“
部
を
次
の
ｋ
う
臆
改
服
す
る
：

附
則
第
↓
桑
た
だ
し
書
叩
》
附
則
第
六
粂
一
を
一
附
則
舗
幽
粂
一
に
改
め
急

附
則
第
二
粂
中
毛
（
吹
条
及
び
附
則
第
卿
条
纒
お
い
て
↑
特
例
期
間
一
と
一
い
う
》

》
』
を
削
り
、
一
第
１
条
第
窄
填
》
を
一
附
則
第
凶
条
第
》
項
一
隆
改
坊
均

附
則
第
三
条
及
び
第
卿
粂
な
一
削
る

附
則
第
五
条
中
制
前
三
条
一
を
前
条
」
｜
纒
改
坊
、
同
粂
を
一
附
則
第
三
粂
と
一
す
る

附
則
輔
六
条
中
附
則
第
↓
《
粂
か
ら
伽
粂
淡
で
舟

を
附
則
第
四
条
と
す
る
信

律
第
五
十
一
号
）
第
三
十
一
条
第
三
項
第
一
号

二
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
十
九
条
の
二
第

四
項
第
一
号

伽

粂
》
腱
政
論
１
同
粂
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（
国
有
林
野
の
有
す
る
公
益
的
機
能
の
維
持
増
進
を
図
る
た
め
の
国
有
林
野
の
管
理

経
営
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
一
部
改
正
）

第
三
十
三
条
国
有
林
野
の
有
す
る
公
益
的
機
能
の
維
持
増
進
を
図
る
た
め
の
国
有
林

野
の
管
理
経
営
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
四
年

法
律
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
の
表
第
四
条
第
二
号
の
項
中
「
第
八
十
一
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
八

十
一
条
の
六
第
一
項
」
に
、
「
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
四
十
四
条
の
六

第
一
項
」
に
、
「
第
八
十
一
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
八
十
一
条
の
七
第
一
項
」
に

、
「
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
四
十
四
条
の
七
第
一
項
」
に
改
め
る
。

0

国
家
公
務
員
法
第
八
十

一
条
の
二
第
一
項

裁
判
所
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十

九
号
）
第
五
十
条
又
は
裁
判
所
職
員
臨
時

措
置
法
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家
公
務
員

法
第
八
十
一
条
の
二
第
一
項

に
改
め
る

を

I
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同
法

国
家
公
務
員
法

準
用
国
家
公
務
員
法

裁
判
所
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十

九
号
）
第
五
十
条
又
は
裁
判
所
職
員
臨
時

措
置
法
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家
公
務
員

法
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
準
用
国
家

公
務
員
法
」
と
い
う
。
）



附
則
第
三
十
条
中
前
粂
的
協
定
に
よ
る
飲
砿
後
の
を
削
り
、
「
附
則
第
二
十

四
項
」
を
「
附
則
第
九
項
」
に
改
め
る
。

（
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
三
卜
似
条
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の

孤

一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
卜
《
讓
条
第
毫
填
中
一
平
成
四
卜
隼
篤
毒
鳶
を
一
ゞ
｜
令
和
十
年
童
で
↑
鰹
↓

『
平
成
三
卜
人
年
Ｉ
月
》
を
令
和
八
年
１
耐
《
峰
．
－
平
成
三
十
札
隼
卜
月
分
及

び
平
成
四
卜
年
１
月
分
・
を
一
令
和
九
年
十
附
分
及
び
令
祁
十
年
１
月
分
一
に
致
油

る
附
則
第
三
十
五
条
第
四
項
中
「
係
る
」
の
下
に
「
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
令
和
ゞ
隼
法
律
第
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
」

を
、
「
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
」
の
下
に
「
・
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「

旧
国
家
公
務
員
法
」
と
い
う
。
」
を
加
え
、
「
、
国
家
公
務
員
法
」
を
「
、
旧
国
家

公
務
員
法
」
に
、
「
（
国
家
公
務
員
法
」
を
「
（
旧
国
家
公
務
員
法
」
に
、
「
及
び

国
家
公
務
員
法
」
を
「
及
び
旧
国
家
公
務
員
法
」
に
改
め
る
。

附
則
第
↓
雪
｜
卜
庵
粂
第
六
項
巾
一
が
平
成
二
十
七
年
卜
月
側
↑
を
一
か
翁
和
仁
年

卜
月
↓
Ⅱ
｜
峰
改
め
、
同
項
⑱
炎
平
嘩
琶
一
卜
に
隼
卜
卿
側
か
ら
平
成
三
ｆ
人
年
ｈ

〃
三
十
日
童
で
の
項
中
ゞ
平
成
二
十
Ｌ
年
卜
月
《
ｆ
を
一
合
和
し
隼
十
月
一
同
一

挺
、
一
平
成
三
卜
八
年
九
月
ミ
ト
間
』
を
、
翁
和
八
年
凡
月
ミ
ト
同
一
姪
改
め
§
同

炎
平
唯
一
↓
１
八
年
１
月
一
間
か
ら
平
成
一
、
一
十
凡
年
丸
鳳
三
十
脚
誉
で
鋤
項
中
一
平
戚

一
〃
’
八
年
１
吋
Ⅲ
》
を
ゞ
命
和
人
年
卜
〃
↓
側
」
に
‐
｜
乎
成
ミ
ー
乢
年
九
一
剛
一
《
｜
｜
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１
Ｎ
を
一
一
令
和
九
隼
九
〃
一
二
↓
》
卜
側
一
に
改
物
．
卿
表
平
成
一
…
卜
乢
隼
卜
月
β
・
か

ら
平
成
側
Ｉ
隼
九
〃
》
ゞ
卜
脚
ま
で
幻
喰
小
寺
邨
成
》
ゞ
’
九
年
１
月
側
燈
一
合
和

九
年
ｌ
〃
佃
一
に
、
《
帳
成
伽
Ｉ
年
乢
″
一
一
・
ｌ
Ｈ
を
二
令
和
卜
隼
九
月
一
・
二
１
脚

に
改
め
・
同
表
平
成
四
卜
唯
十
月
側
か
ら
平
成
側
卜
年
九
月
三
ｆ
月
ま
で
狗

填
中
‐
平
成
側
１
年
１
月
Ⅱ
↑
を
一
令
和
１
年
ｌ
〃
側
』
に
、
｜
平
成
四
１

年
九
９
－
〃
１
脚
』
を
一
一
令
和
Ｉ
緋
九
Ⅱ
三
一
１
脚
に
飲
物
、
同
菱
平
成
側
Ｉ
作

１
月
側
か
ら
平
成
卿
卜
｝
》
隼
凡
〃
ミ
ト
間
ま
で
の
噴
中
さ
平
成
幽
卜
隼
卜
月

Ⅱ
‐
を
一
令
和
十
年
卜
附
Ｈ
』
腱
、
｜
｜
平
成
四
十
ゞ
ゞ
年
乢
踊
ミ
ー
目
》
巻
一
令

和
Ｉ
↓
年
九
＃
臺
卜
Ｈ
些
應
歎
妨
、
同
表
平
成
胆
ｆ
二
年
卜
月
例
か
ら
平
成
幽
卜

一
一
一
年
九
卿
三
卜
側
ま
で
の
項
恥
一
平
成
閥
十
蒄
隼
１
吋
側
一
を
二
衞
和
ト
ー
龍
Ｉ

卿
側
桔
涯
、
『
平
成
伽
十
登
年
九
附
葛
卜
岡
』
を
↑
』
令
和
ト
ミ
隼
九
月
三
十
側
↑

に
改
駒
。
同
表
平
成
四
’
三
年
Ｉ
〃
↓
側
か
ら
平
成
伽
十
卿
年
九
月
ミ
↑
側
蝋
宵
の

填
叩
平
成
側
Ｉ
一
一
一
年
１
月
側
」
｜
を
当
命
祁
’
二
雁
１
吋
艸
一
に
、
↓
平
成
四

’
四
年
九
日
｜
ゞ
１
５
」
を
『
令
和
卜
卿
年
九
８
↓
』
｜
１
日
“
應
改
職
、
伺
表
平
成
四
Ｉ

山
年
卜
月
Ｈ
か
ら
平
成
卿
卜
況
年
九
月
乏
卜
側
憲
で
”
嘘
叩
平
成
凹
卜
四
年
１

吋
Ⅱ
‐
を
一
一
令
和
卜
鵬
縦
１
月
側
ゞ
仁
，
」
平
成
卿
卜
典
隼
九
２
｜
－
１
個
を

一
令
和
卜
丘
年
九
月
ご
》
卜
例
》
｜
に
政
約
。
同
表
平
成
四
Ｉ
魂
年
１
月
同
沙
“
ら
平
成

ｆ

四
卜
人
年
地
月
三
１
脚
童
で
ぬ
項
中
一
平
成
噸
Ｉ
北
年
１
月
一
例
了
を
一
『
翁
和
ｉ
ｆ

年
卜
月
“
肘
』
に
＃
一
平
成
卿
卜
六
年
九
月
ミ
ー
刑
一
を
一
『
台
榊
’
六
年
几
月
三
１

冊
』
催
改
坊
、
伺
麦
平
成
四
’
六
年
１
月
同
以
降
必
喰
中
ゞ
平
成
四
１
大
隼
１
月

伽
」
一
を
二
令
和
十
六
年
１
月
一
閥
一
に
改
鋤
る
ゞ

附
則
第
六
卜
粂
第
六
項
中
一
が
平
成
ミ
ト
セ
隼
１
月
側
》
を
一
》
が
命
和
也
年
卜

〃
川
』
廷
改
め
、
例
項
の
炎
平
成
富
十
に
年
十
月
．
Ｈ
か
ら
平
成
三
卜
人
年
九
月
一
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ｌ
に
．
平
成
四
ト
ミ
年
九
月
弓
十
個
を
蘆
鰯
和
卜
薑
隼
乢
月
ミ
ト
胸
《
に

Ｉ
改
吻
．
胴
表
平
成
四
ｔ
二
年
１
月
川
か
ら
平
成
側
卜
腿
年
九
月
亨
卜
側
龍
で
の
噸

叩
一
平
成
四
ｌ
嫁
》
年
卜
月
側
一
を
」
令
祁
１
鑿
犀
Ｉ
＃
肘
↑
膳
、
》
平
成
一
四
十

四
年
九
〃
↓
’
十
Ⅲ
を
一
一
一
令
和
卜
胸
鎌
几
〃
貢
．
一
十
脚
↑
仁
改
坊
何
表
平
成
曲
十
四

年
卜
月
卿
か
ら
平
成
凹
卜
通
年
九
月
一
二
ゞ
ｌ
側
隻
で
吻
墳
噸
》
平
成
鴎
卜
四
年
１
月

Ⅱ
」
｜
を
一
令
和
’
四
年
１
月
Ⅱ
に
．
」
平
成
側
ｌ
通
年
乢
月
菫
Ｉ
同
一
鳶
一蛤

①
弓
印

令
和
Ｉ
通
年
九
月
三
｜
局
１
回
｜
に
改
物
、
同
菱
平
成
凶
卜
鼠
年
１
月
一
側
か
ら
平
成
胆

１
点
年
九
″
亭
１
日
喪
で
ぬ
埴
叩
一
平
成
四
ｔ
狸
年
１
月
一
日
》
を
一
一
一
令
和
’
五
年

１
月
一
脚
一
に
、
一
「
平
成
四
卜
太
隼
九
月
重
十
日
一
躍
二
「
令
称
↑
汽
隼
丸
且
一
一
１
日

年
jL

〃

》
》
“
１
Ｎ
漢
で
の
埴
中
↑
｜
平
成
一
》
》
１
世
年
ｌ
〃
側
一
を
巽
命
和
也
糀
１
月
－
９
隙

・
平
座
↑
》
’
八
年
凡
測
↑
’
一
卜
側
を
一
一
一
令
和
人
年
九
月
壱
一
ｆ
艸
湛
改
め
↓
同
表

平
哩
”
’
八
年
１
月
側
か
ら
平
成
三
’
九
年
凡
〃
辱
》
ｌ
り
麓
で
鋤
畷
中
平
成
一
↓

１
八
年
１
月
肘
』
を
↑
令
和
八
年
卜
肉
ゞ
側
・
庭
、
平
嘩
一
一
十
九
隼
九
月
一
二
卜

側
』
を
一
令
和
九
年
九
月
一
》
Ｉ
間
‐
に
改
物
・
伺
菱
平
成
ゞ
一
Ｉ
凡
牢
１
月
一
側
か
ら

平
成
四
卜
年
乢
〃
ミ
ト
卿
蓋
で
”
喰
中
一
平
唾
之
《
ｌ
乢
年
十
月
》
倒
溌
一
》
｜
令
細
九

年
ｌ
〃
↓
Ⅱ
」
｜
に
、
『
平
成
幽
卜
年
九
〃
篶
卜
Ｊ
を
二
令
和
卜
隼
九
月
三
１
日
ゞ

に
改
め
、
脚
表
平
成
四
ト
年
卜
仰
川
か
ら
平
成
四
卜
年
九
月
一
一
一
卜
伺
ま
ぐ
の
埴

叩
》
平
成
四
卜
年
ｌ
〃
Ⅱ
｜
を
一
命
和
１
年
１
月
仰
一
催
。
平
成
四
十
年

九
月
三
ｌ
Ⅱ
」
を
『
令
和
Ｉ
ゞ
隼
凡
〃
一
号
》
ｌ
側
↓
峰
改
め
・
同
麦
平
成
四
Ｉ
年
ｌ

〃
〃
か
ら
平
成
四
十
号
年
几
卿
勇
↑
閥
ま
で
の
項
叩
一
平
成
卿
十
隼
１
月
一
日

を
」
令
馴
十
・
年
卜
月
側
産
、
『
擢
成
伽
卜
基
平
凡
月
ミ
ト
同
↓
を
一
命
和

ｌ
｝
》
年
九
〃
二
一
十
側
」
涯
改
め
．
何
糞
平
成
四
十
二
年
１
月
『
側
か
ら
平
成
卿
ト
ー
一
《

卜
側
ま
で
”
項
叩

平
成
I)LI

l‐

牢
1，
m

li

を1

命
獅

l'

隼
f
月
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平
成
”
Ｉ
大
作
側
側
か
ら
平
成
舅
卜
と
年
三
脚
鑿
で
”
〃
分
”
畷
中
平
成
一
一
一
１
大

年
凹
〃
』
を
一
令
和
点
年
胆
胤
』
に
、
砿
成
玉
十
に
年
蜜
月
を
一
合
和
し
座
》

月
に
改
め
，
伺
麦
平
成
宝
↓
卜
し
年
四
月
か
ら
平
成
一
三
ト
ハ
雁
雲
》
月
童
で
の
月
分
の

填
叩
一
平
成
一
員
／
Ｉ
じ
年
四
″
を
一
肴
和
也
年
四
月
煙
，
平
成
三
’
八
年
三
月

を
‐
念
和
人
年
》
）
〃
』
に
政
挽
。
Ｍ
表
平
哩
》
’
八
年
悶
偏
か
ら
平
成
三
卜
几
隼

》
〃
ま
で
の
月
分
鋤
戦
中
一
一
平
成
翼
ゞ
１
人
峠
四
月
↑
を
一
令
和
八
年
四
月
一
に
、

平
成
弓
十
九
年
三
月
」
一
を
二
令
和
九
年
一
潰
月
』
に
改
納
ゞ
同
粂
第
鴬
項
中
一
平
成
伽

ｌ
ゞ
年
八
日
ま
で
の
月
分
の
』
溌
二
一
肯
和
十
壱
年
八
月
麦
で
心
月
分
の
一
匡
酸
鱗
、

Ｍ
項
第
》
号
中
一
毫
平
成
一
言
雪
十
九
隼
二
一
″
》
↓
を
一
↓
令
卯
几
年
雪
一
月
許
峰
改
め
、
何
項
第

去
号
中
『
平
成
弓
１
九
牛
側
〃
を
一
一
一
令
和
九
年
四
〃
一
一
膿
、
｜
平
成
蝿
十
｛
年
八

」
廷
改
め
脚
炎
平
成
腿
Ｉ
六
年
卜
吋
Ⅱ
以
降
繊
填
叩
平
成
四
ト
パ
年
１
附

側
』
を
『
令
和
卜
六
年
１
月
側
に
改
め
る
《

附
則
第
八
卜
五
条
第
》
項
の
表
平
成
毒
十
一
↓
年
四
月
が
ら
平
成
三
ｉ
一
確
言
月
蕊

で
の
″
分
の
項
中
平
成
ミ
ー
年
》
ゞ
月
一
を
一
一
倫
融
Ｚ
箙
〉
｜
月
に
改
め
＄
同
誘

平
成
三
卜
｝
↓
年
四
伽
か
ら
平
成
茸
ｌ
乏
年
ゞ
」
ゞ
一
｜
〃
寵
で
の
月
分
”
項
巾
平
成
書
↑

隼
四
月
』
を
一
令
和
↑
ゞ
隼
幽
〃
」
に
。
平
唾
こ
ぷ
卜
夏
》
年
一
舟
を
一
》
含
獅
〆
｜
、
龍
一

〃
に
改
め
，
伺
炎
平
成
三
一
ト
ー
年
幽
月
か
ら
平
成
二
一
十
四
隼
鳶
月
ま
で
肋
月
分
の

埴
叩
一
平
成
三
卜
言
隼
四
〃
」
を
芦
伶
糊
冒
年
四
月
』
｜
に
。
｜
｜
平
成
ミ
ー
山
隼
三
月

」
を
一
合
和
川
年
尋
〃
』
に
改
坊
、
伺
表
平
唾
一
｝
１
四
年
四
月
か
ら
平
唾
一
’
一
典
雄

二
〃
ま
で
の
月
分
の
項
中
《
祁
成
ミ
ー
凶
年
四
月
↓
を
令
和
凶
隼
剛
Ｈ
」
肢
“
｜

平
成
尋
’
九
年
望
月
』
を
『
令
和
五
隼
三
月
』
峰
改
沸
，
伺
表
平
成
三
卜
愈
隼
四
月

か
ら
平
成
三
卜
大
雄
三
月
ま
で
鋤
月
分
の
填
牢
『
平
成
害
》
一
卜
趾
年
幽
月
一
を
二
帯
和

血
年
四
月
」
に
，
一
平
成
ミ
ト
バ
年
幸
一
言
月
」
一
を
一
一
行
榊
六
年
翼
月
に
攻
ぬ
。
伺
凌
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（
修
正
な
し
）

（
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
一
二
卜
五
条
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
八
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
の
定
め
る
」
を
「
で
定
め
る
」
に
。
｜
第
二
卜

粂
各
昌
一
を
一
一
第
冥
十
条
第
ゞ
唄
各
号
一
腱
改
め
る
。

（
雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
一
↓
ｌ
点
条
雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
十

四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
十
四
条
第
一
項
中
「
前
粂
の
規
潅
膣
上
る
改
正
俊
鋤
↓
及
び
一
一
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
新
進
職
乖
灘
捗
一
と
い
乳
こ
を
削
り
、
「
新
退
職
手
当
法
附

則
第
二
十
五
項
」
を
「
荊
法
附
則
第
ｉ
項
」
に
↓
｜
退
職
ｌ
》
た
鬮
家
公
務
員
娘
臓
手

当
法
』
を
『
退
職
し
た
伺
怯
』
廷
。
一
あ
う
て
隠
蒙
公
務
員
退
一
縦
手
当
族
で
鳶
言
紡

つ
く
同
法
に
改
め
．
同
粂
第
皇
項
叩
一
新
退
職
誰
当
法
垂
》
を
一
一
｜
属
輩
公
務
員
退
職

手
当
法
」
催
、
》
隠
家
公
務
員
退
職
手
当
法
第
１
粂
篭
’
三
暇
を
一
一
同
条
第
１

填
鯵
に
改
め
る
。

凡
」
一
を
一
一
令
和
卜
牛
八
Ｊ
一
催
、
平
遮
・
卜
几
隼
乢
〃
｜
吟
々
備
和
丸
年
川
川

に
§
一
「
平
成
四
卜
年
八
月
一
を
二
一
令
和
１
年
八
〃
』
蜂
改
泌
ろ
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